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学期 項  目 日       程 

前 

 

 

 

 

期 

入学式 ４月２日（木） 

ガイダンス等 ４月２日（木）～７日（火） 

授業開始 ４月８日（水） 

休日開講日 

５月２８日（木）開学記念日（通常の授業） 

※上記の振替休日として、４月３０日（木）は休講とする。  

７月２０日（月）海の日（通常の授業） 
※上記の振替休日として、５月１日（金）は休講とする。  

８月１１日（火）山の日（通常の授業） 

※上記の振替休日として、８月１３日（木）は休講とする。  

補講日 随時（平日６・７限及び土曜日も可） 

前期試験日 
原則１６週目に実施 

※原則であり、上記期間外に実施する場合もある。  

追・再試験日 
原則１７週目に実施 

※原則であり、上記期間外に実施する場合もある。  

夏季休業 ８月１４日（金）～ ９月２４日（木） 

閉学期間 ８月１５日（土）～２３日（日） 

後 

 

 

 

 

期 

授業開始 １０月９日（金） 

休日開講日 

１０月１２日（月）スポーツの日（通常の授業） 

※上記の振替休日として、１０月２３日（金）は休講とする。  

１１月２３日（月）勤労感謝の日（通常の授業）  

※上記の振替休日として、１２月２３日（水）は休講とする。  

２月１１日（木）建国記念の日（通常の授業） 

※上記の振替休日として、１２月２４日（木）は休講とする。 

大学祭準備 １０月２３日（金） 

大学祭 １０月２４日（土）、２５日（日） 

冬季休業 １２月２３日（水）～１月３日（日） 

補講日   随時（平日６・７限及び土曜日も可） 

後期試験日 
原則１６週目に実施 

※原則であり、上記期間外に実施する場合もある。  

追・再試験日 
原則１７週目に実施 

※原則であり、上記期間外に実施する場合もある。  

春季休業 ２月２０日（土）～ 

卒業式 ３月１５日（月） 

※通常授業のほか集中授業、学外実習及び補講等は、日曜日、夏季等の休業中など通常
授業が設定されていない日時に授業を行う場合があります。  

授  業  時  間  表   学内立ち入り禁止日（入試等予定日）  

１時限  ９：００～１０：３０   ９月  ５日（土）※予備日６日（日）  

１２日（土）※電気設備点検  ２時限  １０：４０～１２：１０   

３時限  １３：００～１４：３０  １１月  ２２日（日）※予備日２９日（日）  

４時限  １４：４０～１６：１０  １月  
１６日（土）、１７日（日）  

※予備日２３日（土）、２４日（日）  

５時限  １６：２０～１７：５０   ２月  ２５日（木）２８日（日）※予備日２６日（金） 

  ３月  ※予備日１日（月）  

保健医療福祉学部  



基本理念

本学は、陶冶、進取、創発を基本理念として、
保健医療福祉に関する教育・研究の中核と
なって地域社会に貢献します。

陶冶
誠実で温かい心と主体性を持ち、多様な

価値観を尊重する人間性を磨き高める

進取
広く先達に学びつつ、未来を志向する

教育・研究に取り組む

創発
多様な連携を通じて、予測を遥かに超える

新たな価値を創造する

平成２７年９月２８日制定
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学部の教育研究上の目的 

 

学部の教育研究上の目的（埼玉県立大学学則第４条） 

学部は、現代社会を構成する市民としての豊かな教養、確かな倫理観と人間観を基盤に、保健医療福祉分野における専門的

な知識と技術とともに多職種との連携と協働に必要な能力をもって、人々の健康と生活を統合的に支え共生社会に貢献できる

人材を育成することを目的とする。 

 

埼玉県立大学の沿革 

 

平成１１年（ ４月） 埼玉県立大学開学 

看護学科、理学療法学科、作業療法学科、社会福祉学科（１学部４学科） 

平成１８年（ ４月） 健康開発学科設置（１学部５学科） 

平成２１年（ ４月） 保健医療福祉学研究科「修士課程」設置 

平成２２年（ ４月） 公立大学法人埼玉県立大学による運営体制へ移行 

平成２６年（ ４月） 社会福祉学科を社会福祉子ども学科へ改組 

平成２７年（ ４月） 保健医療福祉学研究科「博士後期課程」設置 

修士課程を「博士前期課程」へ改称 

  平成２７年（ ９月） 基本理念（「陶冶」、「進取」、「創発」）を制定 

  平成２８年（１１月） 埼玉県立大学 大学歌を制定 

  平成３１年（ ３月） 学章を制定 

  令和 ７年（ ４月） 健康行動科学専攻を健康情報学専攻へ改称 

    

保健医療福祉学部の概要 

  

保健医療福祉学部（School of Health and Social Services） 

学  科 
入学定員 

（編入学定員） 
修業年限 取 得 資 格 

看 護 学 科 

(Dept.of Nursing) 

１３０人 

（5 人） 
４年 

看護師（国家試験受験資格）､選択により保健師国家試

験受験資格、 

助産師国家試験受験資格、養護教諭一種免許 

理学療法学科 

(Dept.of Physical Therapy) 
４０人 ４年 理学療法士国家試験受験資格 

作業療法学科 

(Dept.of Occupational Therapy) 
４０人 ４年 作業療法士国家試験受験資格 

社会福祉子ども学科 

(Dept.of Social Work and Child Science) 
７０人 ―  

 

社会福祉学専攻 

（Social Work） 
５０人 ４年 

選択により社会福祉士国家試験受験資格、 

精神保健福祉士国家試験受験資格、保育士資格 

福祉子ども学専攻 

（Child Science） 
２０人 ４年 

幼稚園教諭一種免許、選択により保育士資格、社会福

祉士国家試験受験資格 

健康開発学科 

(Dept.of Health Sciences) 
１１５人 ―  

 

健康情報学専攻 

（Health Informatics） 
４５人 ４年  

検査技術科学専攻 

(Laboratory Sciences) 
４０人 ４年 臨床検査技師国家試験受験資格 

口腔保健科学専攻 

(Oral Health Sciences) 
３０人 ４年 

歯科衛生士国家試験受験資格、 

選択により養護教諭一種免許 

 

 

 

 

「SPU」を形づくる 3本の線は、本

学の基本理念の「陶冶、進取、創発」

を、それらで構成する全体の形は、

埼玉県の鳥であるシラコバトが翼

を広げている姿を表現しています。 

【平成 31年 3月 18日制定】 

埼玉県立大学のイニシャル“S”を

「ひと」と「ひと」とが手を取り合

う形で表現することで、大学の教育

理念である、「保健・医療・福祉の

連携と統合」を象徴しています。背

景の 2枚の葉は、県の木である「ケ

ヤキ」です。 

【平成 13年 1月 4日制定】 

学章 シンボルマーク 



埼玉県立大学の組織

教育研究組織

副学長

共通教育科

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

社会福祉子ども学科

健康開発学科

情報センター

地域連携センター

保健センター

研究科長

学生支援センター

研究開発センター

事務局長

副局長

総務担当

財務担当

施設管理担当

教務・入試担当

学生・就職支援担当

事務組織

法人運営組織

教育研究審議会

経営審議会

理事

副理事長

保健医療福祉学研究科

学生支援担当

図書情報担当

地域連携担当

学長

理事長

学部長

高等教育開発センター 高等教育開発担当

学長補佐

研究・地域連携担当

企画・情報担当

理事会

研究開発担当

監事

専門職連携教育研修センター 専門職連携担当



学生の支援に関する方針 

埼玉県立大学では、陶冶・進取・創発を基本理念とし、保健・医療・福祉に関

する教育研究の中核となって地域社会に貢献することを使命としています。こ

の使命の達成に向け、学生の支援に関する方針を次のとおり定めます 。 

 

1．修学支援 

学生が学修を円滑に進められるよう、学生担任制により学生の状況やニーズを

常に把握しながら、きめ細やかな修学支援を行います。 

留年者及び休・退学者については、状況把握と分析を行い、学生担任（大学院

においては指導教員）と学生支援委員が連携して相談に当たるなど、学生に寄

り添った対応を行います。 

障害のある学生に対しては、全学的な支援体制により合理的配慮を行い、それ

ぞれの学生に適した修学環境の実現に努めます。 

高等教育の就学支援新制度などを活用し、経済的に修学が困難な学生に対して

必要な支援を行います。 

 

2．生活支援 

学生の生活面の様々な相談に対応するため、学生担任（大学院においては指導

教員）、学生支援委員、保健センター、ハラスメント相談員などが連携して必

要な支援を行います。 

学生が心身ともに健康な学生生活を送れるよう、学校保健計画に基づき、保健

センター及び保健委員を中心に必要な対応を行います。 

 

3．進路支援 

学生が、早い段階から将来への目的意識を明確に持ち、自己の将来設計を考え

られるよう、進路選択に関わる支援を行います。 

本学の学生の進路特性に合わせた就職ガイダンス、就職支援講座、個別相談指

導などを実施し、きめ細かな進路支援を実施します。 

国家試験担当教員等による国家試験対策指導を実施し、国家資格の取得による

キャリア実現を支援します。 
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大学の基本理念

埼玉県立大学大学歌

学部の教育研究上の目的、埼玉県立大学の沿革、保健医療福祉学部の概要、学章、シンボルマーク

埼玉県立大学の組織

学生の支援に関する方針

Ⅰ 学生の窓口

事務局配置図 3

こんな時はこちらへ（窓口一覧） 4

Ⅱ 学生生活の手引

１ 学生生活全般 9

(1) 学生証 9

(2) 学生への連絡・伝達 9

(3) 学外からの呼出し 9

(4) 学外からの郵送等による本学住所の使用 9

(5) 携帯電話・スマートフォン等の使用 10

(6) キャンパス内の駐車 10

(7) 駐輪場所 10

(8) 学生用ロッカーの使用 10

(9) 紛失物・拾得物 11

(10) キャンパス内禁煙 11

(11) 食堂・売店・書店の営業時間 11

(12) 学内からの退出時刻 11

(13) 入学試験日の入構制限 11

(14) 懲戒処分について 11

【必読】学生生活での注意事項 12

・ 災害時の安否確認システム(WebClass)について 12

・ アルバイトについて 12

・ 海外旅行にあたっての注意 12

・ 通学マナーについて 12

・ その他注意事項 12

２ 各種証明書 14

(1) 自動発行機から交付される証明書 14

(2) 健康診断結果証明書 14

(3) 実習用通学証明書 14

(4) その他の証明書 14

３ 学籍の届出と異動 15

(1) 学籍情報の届出 15

(2) 休学・復学・退学について 15

(3) 転学願 16

(4) 転学科等 16

４ 健康管理 17

(1) 保健センター 17

(2) 定期健康診断 17

(3) 事後指導 17

(4) 健康相談・応急処置 17

目　　　　　　次



(5) カウンセリング 17

(6) 各種測定器 17

(7) 一次救命処置トレーニング 18

(8) マイナ保険証・健康保険資格確認書 18

(9) 感染症に罹患したとき 18

５ 学生相談 19

(1) 学生生活全般に関する相談 19

(2) 心身の健康に関する相談 19

(3) 就職・進学に関する相談 19

(4) 休学等の相談 19

(5) 障害に関する相談、授業・試験等における配慮申請 19

(6) 出産・育児等に関する相談 20

(7) オフィスアワー制度 20

(8) 学年間交流 20

(9) 学長への意見等提出制度 20

６ ハラスメントに関する相談 20

７ 授業料 21

８ 高等教育の修学支援新制度 21

(1)入学料・授業料の減免 21

(2) 給付奨学金の採用 22

９ 奨学金制度 22

(1) 日本学生支援機構奨学金 22

(2) 主な奨学金一覧 24

(3) その他の奨学金・貸付制度 24

１０ 課外活動 25

(1) 学生団体 25

(2) 学生団体一覧 25

(3) 集会等の開催 25

(4) 学外での課外活動 25

(5) 学内掲示 26

(6) 印刷物の発行・配布 26

(7)寄附募集等 26

(8)学章の使用 26

(9)ボランティア活動・社会活動 26

1１ 施設の使用 27

(1) 施設使用願 27

(2) 施設使用上の諸注意 28

(3) 育児支援室・子ども支援室の使用について 29

(4) 障害のある学生のための休憩室について 29

1２ 事故が起きたとき 29

(1) 事故の報告 29

(2) 学生教育研究災害傷害保険 29

(3) 学研災付帯賠償責任保険 30

(4) 保険期間 30

(5) 加入手続と請求方法 30



1３ 就職・進学 31

(1) 就職・進学関係資料の閲覧・提供 31

(2) 相談窓口 31

(3) 証明書・推薦書の発行 31

1４ インターンシップに参加するとき 32

(1) インターンシップ参加届出書 32

(2) インターンシップ参加に関しての注意点 32

15  指定校推薦による選考（就職） 32

(1)指定校推薦による採用選考とは 32

(2)学内選考 32

Ⅲ 情報センター（図書館）利用の手引

１ 利用案内 35

(1) 開館・休館 35

(2) 閲覧 35

(3) 貸出・返却 35

(4) 文献複写 35

(5) ノートパソコンの館内貸出 35

２ 付属施設の利用 36

(1) 情報ラウンジ 36

(2) ラーニング・コモンズ（グループ研究室/グループ学習室） 36

３ 情報センターにない資料の入手 36

(1) リクエスト（購入希望） 36

(2) 他の大学図書館利用 36

(3) 文献複写の依頼 36

(4) 現物貸借 36

４ 利用上の注意 37

(1) 利用規律 37

(2) 無断持出 37

(3) 弁償 37

Ⅳ 情報システム利用の手引

１ 情報システムの利用 41

(1) 情報処理実習室等の利用 41

(2)電子メ－ル及びWi-Fi（無線LAN）の利用 41

(3) 機器の障害等が発生した場合 41

２ 情報システム利用上の注意 42

Ⅴ 大学構内案内図

&!(ﾒﾓ) ☆ AED（自動体外式除細動器）について 19

☆ スポーツ安全協会 スポーツ安全保険について 25

☆ 学生主催の行事 26

☆ 清透祭（大学祭） 26

☆ 地域活動プラットフォーム 27



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ  学生の窓口  
 

 

事務局窓口 
 

 

 

 

 

 



埼玉県立大学の組織



事務局配置図
▲バス停

本部棟１階

▲　バス停

↑
↓

自動発行機

↑
↓

↑
講堂入口

事務局窓口受付・自動発行機利用時間

月～金曜日　8：45～18：00（自動発行機利用時間～21：20）

（土曜日　　8：50～17：30　自動発行機のみ）

　（いずれも日曜・祝日及び閉学期間・年末年始を除く）

食堂

売店

ＥＶ

学生・就職支援
担当

教務・入試
担当

教務・入試
担当

施設管理
担当

研究・地域
連携担当

研究・地域
連携担当

事務局

保健センター

W  C

駐輪場

講堂
駐
輪
場

← →

受
付
カ
ウ
ン
タ
｜

財務
担当

企画・
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総務担当

警備員室

事務局長室

中

理 事 長 室

← →

庭

受
付
カ
ウ
ン
タ
｜

学生相談室

学　長　室

掲示板
←

特別応接室
掲
示
板

防災センター



こんな時はこちらへ（窓口一覧）

アンダーラインのあるものはリンクがあります。

こんなとき こちらへ 必要手続き 該当ページ

授業科目の履修、試験等について 窓口へ

交通機関の運休等による欠席 公欠届（遅延証明書添付）の提出

忌引きによる欠席 公欠届（会葬礼状等添付）の提出

感染症による欠席 学生・就職支援担当 公欠届（診断書添付）の提出 18

休学 学生担任教員 16

復学 学生担任教員 16

退学（他大学への転学を含む） 学生担任教員 16

転学部・転学科
学生担任教員

教務委員
まずは相談 16

保証人の変更・保証人住所変更 学生・就職支援担当 保証人等変更届の提出 15

氏名・住所等の変更 学生・就職支援担当 氏名・住所等変更届の提出 15

学生担任教員

学生・就職支援担当

心身の健康 保健センター カウンセリングは要予約 17

学生担任教員

キャリアカウンセラー 就職支援ナビで相談予約 31

奨学金・授業料減免 学生・就職支援担当 窓口、メール等で相談 21～24

障害のある学生の支援

学生・就職支援担当

保健センター

所属する学科・専攻の教員

学生担任教員

障害学生アドバイザー

埼玉県立大学障害のある学生の支援ガイド参照 19

ハラスメント ハラスメント相談員
ハラスメント防止及び対策に関するガイドライン参

照
20

出産育児、介護、その他 総務担当 メールで連絡（somu@spu.ac.jp） 20

学生証の再発行 学生・就職支援担当 学生証再交付願の提出 9

仮学生証（当日のみ）の発行 教務・入試担当 窓口へ

学割証・在学証明書・成績証明書

卒業見込証明書

社会福祉主事任用資格取得見込証明書

14

健康診断書 学生・就職支援担当 （健康診断書等用）各種証明書交付願提出 14

実習用通学証明書 学生・就職支援担当 通学証明書交付願（6週間前までに提出） 14

推薦書 学生・就職支援担当 推薦書等交付願提出（発行まで2週間程度） 14、31

その他証明書 学生・就職支援担当 各種証明書交付願提出 14

キャリア相談 キャリアカウンセラー 就職支援ナビで相談予約 31

学生支援担当 インターンシップ参加届出書（1週間前までに提出) 32

就職支援担当 インターンシップ報告書（参加後） 32

就職支援ナビから申し込み 

WebClassから教材を閲覧

求人票の閲覧
キャリアセンター

就職支援ナビ
就職支援ナビから閲覧 31

授業料の問い合わせ 財務担当 窓口へ 21

授業料減免申請・問い合わせ 学生・就職支援担当 窓口・メールにて問い合わせ 21、22

奨学金申請・問い合わせ 学生・就職支援担当 窓口・メールにて問い合わせ 22~24

まずは相談

休学・復学・退学について参照（WebClass内）

自動発行機（厳封は学生・就職支援担当窓口へ）

就職支援

授業料・

奨学金

就職支援イベント 就職支援ナビ

インターンシップ

教務・入試担当

相談

学生生活全般

就職・進学

学生証

身分異動

授業

学生情報

の変更

19

各種証明

書の申請

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=91e297901686cd8d334346457c733d82&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=dbb82dc45383ed370cd53da21dba2c1c&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=dbb82dc45383ed370cd53da21dba2c1c&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://www.spu.ac.jp/about/facilities/tabid238.html
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=d69e2e1b2efb0cdd121656e1d16275ac&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?group_id=00000440
https://www.spu.ac.jp/life/handi/
https://www.spu.ac.jp/Portals/0/2022gakusei/sienngaido.pdf
../../../../../../../../../../../gakunai/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F10%5F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96%2F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%882024%2E4%EF%BC%89%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F10%5F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96
../../../../../../../../../../../gakunai/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F10%5F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96%2F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%882024%2E4%EF%BC%89%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F10%5F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=f27da614e9ba084cfae9cabd2ac33e79&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://st.uc.career-tasu.jp/login/?id=9d49dced94cd3dc0ee0b783c73f19d4c
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=2d603fc05cb6a44c9fb64cb51d4e7990&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=e7c2fac135c1cbd4a1abaf26efb3947c&page=1
https://st.uc.career-tasu.jp/login/?id=9d49dced94cd3dc0ee0b783c73f19d4c
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?group_id=00000453
../../../../../../../../../../../:w:/r/sites/gakunai/_layouts/15/Doc.aspx
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?group_id=00000440
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?group_id=00000440
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=dbb82dc45383ed370cd53da21dba2c1c&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=dbb82dc45383ed370cd53da21dba2c1c&page=1


こんなとき こちらへ 必要手続き 該当ページ

学内での忘れ物・落とし物 施設管理担当 窓口へ 11

事件・事故 学生・就職支援担当 窓口へ 29～30

学内での盗難 施設管理担当 窓口へ

学内の情報システム 企画・情報担当 窓口へ 41、42

ロッカー関係 学生・就職支援担当 窓口へ 10

サークルをつくる・解散する 学生・就職支援担当 学生団体設立願・学生団体解散届の提出 25

学外での活動 学生・就職支援担当 学外活動届提出 25

掲示物 施設管理担当 学内掲示願提出 25

課外活動等で施設を利用 施設管理担当
学内HP「学内施設予約一覧」確認後、

「施設使用願」提出
27～28

ケガや病気の応急処置

健康に関する相談
保健センター 17

体重や身長、血圧などの計測 保健センター 17

こころの相談 保健センター 保健センターにて予約 17

ケガで通院・入院した際の保険関

係
学生・就職支援担当 窓口へ 29～30

就職活動や受験等で健康診断書が

必要
学生・就職支援担当 （健康診断書等用）各種証明書交付願提出 14、31

駐輪場等使用申請 施設管理担当 窓口へ

教員の専門分野や研究室を知りた

い

オフィスアワー

（WebClass、学生・就職支

援担当）

学生・就職支援担当窓口、WebClassに一覧あり 20

事務局担当業務

担　当　業　務

学生証

各種証明書

学生・就職支援担当 届出

048-973-4116（学生支援担当） 授業料減免

048-973-4113（就職支援担当） 奨学金

gakusei@spu.ac.jp（学生支援担当） 課外活動

syusyoku@spu.ac.jp(就職支援担当） 就職・進学

国家試験

下宿・アパート

アルバイト

教務・入試担当 履修

048-973-4104 カリキュラム

kyomu@spu.ac.jp 試験

財務担当　

048-973-4110

zaimu@spu.ac.jp

施設管理担当 施設の使用

048-973-4112 駐輪場の使用

shisetsu@spu.ac.jp 落とし物

企画・情報担当　 HP・広報

048-973-4715（企画担当） 学章

kikaku@spu.ac.jp 学生調査

内線2167（情報担当/常駐SE）　　

joho@spu.ac.jp

研究・地域連携担当

048-973-4114

edec@spu.ac.jp

保健センター

048-973-4119

hokencenter@spu.ac.jp

カウンセリング  こころの健康相談（学生相談室）

担  当  名 内　　　　　　　　容

 学生証の紛失・汚損等による再発行

 各種証明書類（自動発行機によるものを除く）の発行

 住所・電話番号・保証人等の変更届、休退学等の届出

 授業料減免の申請、問い合わせ

 奨学金の申込み、問い合わせ

 学生団体の設立、学外活動の届出

 キャリア相談、就職対策講座、就職支援に関する情報提供

 国家試験の手続

 紛失物、拾得物の受付

 健康相談、応急処置

 健康診断結果による事後指導
健康管理

 体重測定等

 予防接種

 授業料の納付に関する問い合わせ

 課外活動での施設の使用、掲示物の許可申請

 通学用自転車等の登録

 HP・広報に関する問い合わせ

 学章利用に関する問い合わせ

 学生調査に関する問い合わせ

情報システム
 情報システムに関する問い合わせ

 学内ＬＡＮ接続トラブル等の問い合わせ

ボランティア ボランティア情報の提供

課外活動

健康・

保険

その他

トラブル

不明なことがありましたら各窓口へ問い合わせてください。

授業料

 アパート、アルバイト情報の掲示

（※仲介・斡旋はしません）

 科目の履修登録

 時間割、休講、補講に関する問い合わせ

 追試験に関する問い合わせ

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/show_frame.php?rnd=25c81&set_contents_id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page_number=1&no_menu=&language=JAPANESE&acs_=9b6ca173
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=b32746ea2039b9ea177bf892b708681a&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
../../../../../../../../../../../gakunai/SitePages/%E6%96%BD%E8%A8%AD-%E9%98%B2%E7%8A%AF-%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96.aspx?source=https%3a//spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx#%E5%AD%A6%E5%86%85%E6%96%BD%E8%A8%AD%E4%BA%88%E7%B4%84
../../../../../../../../../../../gakunai/SitePages/%E6%96%BD%E8%A8%AD-%E9%98%B2%E7%8A%AF-%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96.aspx?source=https%3a//spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx#%E5%AD%A6%E5%86%85%E6%96%BD%E8%A8%AD%E4%BA%88%E7%B4%84
https://www.spu.ac.jp/about/facilities/tabid238.html
https://www.spu.ac.jp/about/facilities/tabid238.html
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=817aca46d624da778176464ca36c8c8a&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php
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 1 学生生活全般  

（1）学生証  

「学生証」は、本学の学生であることの証明書であるとともに、鉄道会社所定の身分証明書（通学証明書）を兼ね

ているので、通学時だけでなく、常に所持してください。 

「学生証」が交付されたら、まず、裏面の注意事項をよく読んでください。 

また、「学生証」の裏面に事務局学生・就職支援担当で交付するシールを貼付し、必要事項を記入してください。 

通学用の定期券を購入することができます。 

 

● 学生証の再交付 

「学生証」を紛失（汚損）したり、記載事項に変更が生じたりしたときは、速やかに『学生証再交付願』を事務局

学生・就職支援担当に提出し、｢学生証」の再交付を受けてください。紛失の場合は、悪用されて犯罪に巻き込まれる

可能性もありますので速やかに最寄りの警察署に届出をしてください。 

  

● 学生証の返還 

卒業、退学又は除籍により学籍を失ったときや、学生証の有効期限が到来したときは、事務局学生・就職支援担当

へ学生証を返還してください。 

（2）学生への連絡・伝達  

学生への連絡・伝達は、事務局内掲示板（本部棟１階 南側本部棟入口）、電子掲示板（CampusAvenue、 

WebClass）、学内ポータル及び学内メール（Microsoft365）により行います。 

掲示板に掲示、メールで送信した事項はすべて伝達したものとして取り扱いますので、見なかったことを理由に責

任を免れることはできません。 

必ず掲示板、電子掲示板及び学内メールを確認する習慣を身につけてください。 

 

連 絡 ・ 伝 達 項 目 

・ 規程等の公示      ・ 大学行事に関すること      ・ 授業料に関すること 

・ 教務に関すること（休講・補講・時間割変更等） 

・ 学生生活に関すること（国家試験・各種奨学金・就職・証明書・保健センター・アルバイト等） 

・ 学生の個人呼出し 

（3）学外からの呼出し 

学外からの電話による呼出しは、緊急の場合以外は一切取り次ぎません。 

（4）学外からの郵送等による本学住所の使用  

学外からの郵送先に本学住所（埼玉県越谷市三野宮 820）を指定する場合には以下の点にご注意ください。 

・必ず事前に学生・就職支援担当にご相談ください。 

・授業、研究や学生活動等とは無関係な私的な郵送物は取り次ぎません。 

・着払いや代引き等、費用の一時負担は一切行いません。 

・サークル活動等のために銀行口座を開設する際に本学住所を使用したい場合も、必ず事前にご相談ください。 

＊銀行から郵便物が届いた際に、開設した団体の所属学生が卒業していて対応ができないことがあるため、短期

間の利用が想定される口座を開設する場合は本学住所を使用できません。 

 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
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（5）携帯電話・スマートフォン等の使用  

講義中は、授業に関係のない携帯電話・スマートフォン等の使用は禁止です。必ず電源を切ってください。また学 

内コンセントからの充電も禁止です。ただし、授業を受けるために必要な電子機器の充電は、北棟・南棟のメディア

ギャラリー（一階通路に設置されている机）のコンセントの使用が可能です。 

情報センター（図書館）利用時などは周囲の迷惑にならないよう、お互いマナーを守って使用してください。 

（6）キャンパス内の駐車  

学生の自動車は、キャンパス内の駐車場に駐車することはできません。もちろん、学校周辺の路上駐車は禁止です。 

近隣住民からの苦情や警察からの注意・指導もありますので、迷惑駐車は絶対にしないでください。 

ただし、身体上の理由その他やむを得ない事情のある方は、特別にキャンパス内駐車場の利用を許可する場合が 

ありますので、事務局 施設管理担当に申し出てください。 

（7）駐輪場所  

自転車（バイク）をキャンパス内に駐輪する場合は、登録が必要となります。事務局 施設管理担当で登録手続き 

をしてください。 

自転車の駐輪場所は、本部棟東側にある屋根付き駐輪場のみです。駐輪場では通路等へ止めず、必ず屋根の下に止 

めてください。バイクの駐輪場所は、南棟南側のバイク置場です。 

自転車等のキャンパス内走行は禁止です。 

（8）学生用ロッカーの使用  

学生更衣室のロッカーを貸与しますので、常に清潔に使用してください。各ロッカーは必ず施錠し、盗難に遭わな 

いよう各自の責任において管理してください。 

学生更衣室の入り口にはパスワード付の錠がついています。パスワードは定期的に変更します。 

また、ロッカーの外に、物を置かないでください。清潔・整頓整理を心がけましょう。 

 

（目 的） 

実習に伴う更衣及び所持品保管用のため、ロッカーを貸与する。 

（利用方法） 

入学時に各学生に割り当てる。 

１ 学生は、割り当てられたロッカーのみ使用できる。 

２ 各ロッカーの鍵は、必ず施錠する。 

３ 不正使用が判明した場合には、ロッカーの使用を禁止する。 

（利用期間及び時間） 

入学時に割り当てられたロッカーを卒業時まで使用する。 

なお、土・日・祝日（休日開講日を除く）・学内立入禁止日（入学試験日、電気設備点検日）・閉学期間及

び年末年始（12/29～1/3）期間中は利用できない。 

利用可能時間は、７時から２１時までとする。 

（明け渡し） 

卒業生は、卒業式終了までに、鍵を含む所持品すべて持ち帰り、ロッカー内は空にして明け渡すものとす

る。所持品が残された場合は、卒業後の 6 月に廃棄する。 

（その他） 

１ ロッカーを破損した場合は、弁償することとする。 

２ ロッカー室での飲食・喫煙はしないこと。 

３ 危険物等の保管はしないこと。 

４ 清潔・整頓に留意すること。 

５ ロッカーは、常に施錠し管理には各自が責任を負うこととする。 

６ ロッカーの外に、物を置かないこと。 

７ ロッカー室内で電気保温ポット等は使用しないこと。 

学生ロッカー室の利用について 
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（9）紛失物・拾得物  

キャンパス内の落し物は、事務局施設管理担当で一定期間保管しています。現金、財布、スマートフォン、タブレ 

ット、ノートパソコン等を拾得したときは、直ちに事務局 施設管理担当へ届け出てください。 

（10）キャンパス内禁煙  

学内は、電子タバコも含め、「敷地内全面禁煙」です。保健医療福祉を学ぶ学生として、喫煙者は早期に禁煙しま 

しょう。 

（11）食堂・売店・書店の営業時間  

営業時間については、学内ポータルの「食堂・自販機コーナー・書店の営業時間」でご確認ください。 

（12）学内からの退出時刻  

学生の学内からの退出時刻は、２１時３０分です。 

例外として教員の指導により退出時刻を過ぎて実習室や研究室を使用する場合は、教員が警備員に連絡する必要が 

あるので留意してください。 

（13）入学試験日の入構制限  

大学で行われる入学試験日当日は、全学生の学内への立ち入りを禁止しています。（学内ポータル「2026 年度

学年暦」参照） 

（14）懲戒処分について 

学生の本分に反する行為を行った者に対しては、大学として懲戒処分を行います。その事案の重さにより、退学、

停学、訓告の懲戒処分を決定します（「埼玉県立大学学生の懲戒に関する規程」、「埼玉県立大学学生の懲戒に関する

細則」）。大学生としての自覚を持ち、良識ある行動を取ってください。 

  なお、試験において不正行為をした学生については、懲戒処分のほか、当該不正行為をした日の属する学期に履

修登録がある全ての授業科目の成績の評価が D（不合格）となります（「埼玉県立大学履修規程」参照）。 

 

≪懲戒処分の対象となる行為≫ 

・犯罪行為及びその他の違法行為    ・ハラスメント等人権を侵害する行為 

・試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為 

・本学の教育・研究に対する妨害行為  ・その他本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為 

 

  

https://spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SitePages/%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%94%9F%E6%B4%BB.aspx
https://spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2F%E6%8E%88%E6%A5%AD%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%2F2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E9%83%A8%E5%AD%A6%E5%B9%B4%E6%9A%A6%E3%80%90%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%80%91%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2F%E6%8E%88%E6%A5%AD%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%83%85%E5%A0%B1
https://spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2F%E6%8E%88%E6%A5%AD%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%83%85%E5%A0%B1%2F2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E9%83%A8%E5%AD%A6%E5%B9%B4%E6%9A%A6%E3%80%90%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%80%91%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2F%E6%8E%88%E6%A5%AD%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%83%85%E5%A0%B1
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【必読】学生生活での注意事項  

 

《 災害時の安否確認システム（WebClass）について 》 
大規模な災害が発生した際に、大学からメールを送信し、全学生を対象に安否確認を行います。２４時間以内

に全学生が安否状況を報告してください。（詳細は学内ポータル＞学生生活 「緊急時の安否確認の流れ」を参

照してください。） 

安否確認システムには、大学で付与したメールアドレス以外の個人メールアドレスを追加で登録して、どちら

のメールでも受信できるようにしておいてください。登録方法は次のとおりです。 

〈登録方法〉 

・WebClassの「アカウント情報の編集」画面を開きます。 

・あらかじめ登録されている学内メールアドレスの後ろに「,（コンマ）」を付け、追加する個人メールアドレス

を入力してください。 

・入力後「このアドレスにテスト送信」をクリックし、テストメールの送信が確認できたら「更新」ボタンをク

リックします。 

※ 他県での災害発生時など大学から全学生へメールを送信しない場合でも、災害により被害が生じた場合に

は、学生・就職支援担当（gakusei@spu.ac.jp）へ被害状況を報告してください。  

 

《 アルバイトについて 》 
アルバイトの情報は、①事務局内掲示板、または WebClass（学生生活のページ＞アルバイト情報）②学生ア

ルバイト紹介システム「バイトネット」（埼玉県立大学｜バイトネット（学生アルバイト情報ネットワーク） 

(baitonet.jp)）で随時情報の提供をしています。各自で求人先に問い合わせて、条件等を十分に確認し、履修に

支障を及ぼすことのないよう各自の責任において選択してください。アルバイトをするときは、自分に適用され

る労働条件や待遇などを十分確認することが大切です。また雇用契約の内容・期間・条件など、書面化された契

約書を必ず読んで理解してから契約しましょう。特に、給与金額・支払条件・交通費の有無など、雇用条件の基

本事項については必ず確認してください。なお、学生としてふさわしくないものや危険と考えられる職種につい

ては、情報提供しません。秘匿性の高いアプリに誘導され、顔写真や身分証など個人情報を要求されるようなも

のは、闇バイトである可能性があるので注意しましょう。 

 

《 海外渡航にあたっての注意 》 
海外渡航するときは、病気・ケガ・盗難などに遭わないように、十分注意してください。 

・ 事前に事務局学生・就職支援担当（gakusei@spu.ac.jp）へ下記を報告すること。 

 （渡航先・渡航期間・渡航理由・渡航先での連絡先） 

・ 海外旅行傷害保険には必ず加入しておくこと。 

・ 犯罪や事故に巻き込まれないよう、危険な所へは近づかないこと。 

・ 海外では、その国の文化や習慣をよく理解して行動すること。 

・ 団体旅行をするときは主催団体等を確認し、安易な参加はしないこと。 

・ 家族、保証人に渡航について事前に連絡しておくこと。 

・ 「たびレジ」（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）に登録しておくこと。 

※ 「たびレジ」とは、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発

生時の連絡メール、いざという時の緊急連絡などが受けられるシステムです。 

・ ３か月以上渡航する場合は、旅券法第１６条により「在留届」を提出すること。 

 

《 通学マナーについて 》 
   通学中のマナー（大声での会話、信号無視・一時停止違反、自転車の並走、二人乗り等）について、近隣住民の

方々から大学へ意見が多数寄せられています。 

   また、せんげん台駅と大学の間の団地（せんげん台パークタウン）の中は私有地のため、通り抜けはできません。 

   大学の周りは住宅街です。保健・医療・福祉を学ぶ学生としての行動を近隣の方々も見ています。本学の学生と

しての自覚をもって通学するように注意してください。 

 

《 その他注意事項 》 

① インターネット上の書き込みについて 
最近、飲酒運転やキセル乗車などの違法な行為を行ったという文章をインターネット上に掲載したことで本人

https://spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F01%5F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%94%9F%E6%B4%BB%2F0109%5F%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%90%A6%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F01%5F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%94%9F%E6%B4%BB
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=ca060b1f4827e30e539752d7314d6e86&page=1
mailto:gakusei@spu.ac.jp
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=e77de028a606b935eacd29c8f62e3743&page=1
https://baitonet.jp/spu/
https://baitonet.jp/spu/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg
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が特定され、非難されることがよく起こっています。 

また、違法行為以外でも、実習中の写真をインターネット上に掲載したところ患者の情報が含まれていた等、

悪意がなくても大学の信用を失墜させる行為にあたる事例もあります。 

インターネット上に軽率な書き込みをすることは世間に対して信用をなくすばかりか、法的な処分を下される

こともあります。匿名での書き込みであっても、誹謗中傷をすることで法的に罰せられるケースが増えています。 

自分の行動に責任をもち、一人ひとりが節度ある行動をしてください。 

また、インターネット上で、チケット等の物品や金銭のやりとりが横行していますが、個人情報や金銭をだま

し取られる可能性が高く大変危険です。トラブルや犯罪に巻き込まれないよう十分注意してください。 

 

② 悪徳商法に注意 
「絶対に儲かる」「楽に稼げる」「就職に有利になる」など言葉巧みに誘って、不要な高額商品を買わせるの

が悪徳商法です。また、2022年4月に成人年齢が引き下げられたことにより、親の同意なく様々な契約が結べ

るようになりました。大学生がターゲットにされるケースが多発しており、古くからの友人など信用できる相手

であっても、勧誘を受けたらまず消費者ホットライン（局番なしで188）や家族、大学に相談してください。 

 

③ 不審車(者)に注意 
学校周辺を走行する不審車や、痴漢、変質者の出没等が報告されています。特に夜道の一人歩きや下宿先等の

戸締まりなど十分に注意を払ってください。 
なお、不審者等を見かけた場合は、速やかに警察に通報するとともに、大学にも連絡をしてください。 

 

④ ひったくり・盗難に注意 
大学周辺でのひったくり事件が報告されています。現金のみならず、各種カード(学生証)や免許証なども被害

に遭っています。歩行中にスマートフォン操作をしたり、音楽に没頭したりしない等、背後にも十分に注意を払

いましょう。 
また、過去に学内において盗難事故が発生した事例があります。①ロッカーの施錠は必ず行うこと、②短時間

であっても持ち物は放置せず個人ロッカーを活用すること、③貴重品は必ず持ち歩くこと（やむを得ず貴重品か

ら離れる場合は、必ずロッカーに入れて施錠すること）など、自己管理を徹底してください。 

 

⑤ 振り込め詐欺に注意 
本学において数件の未遂が発生しています。幸いご家族が大学に学生の安否確認をするなど、冷静な対応によ

り大事には至っていません。日頃から家族間の連絡を密にするよう心がけてください。 

 

⑥ 宗教団体の勧誘に注意 
いくつかの宗教団体に関するトラブルが大きな社会問題となっています。最初は、宗教団体であることを隠し、

言葉巧みに勧誘してきます。宗教団体の会員になると、多額の献金を要求されたりするケースなどがあります。

貴重な学生生活を無にしないよう十分に注意してください。 

 

⑦ 個人情報管理に注意 
近年、個人情報の流出が問題となっています。例えばスマートフォンやパソコン、タブレットの中にあるデータ、

ゼミやサークルの名簿も個人情報の一つです。データや名簿などを保管する際には第三者の目に触れないように

個人情報の管理には最大限の注意を払ってください。データや名簿などを廃棄する場合はシュレッダーやデータ

消去ツールを使用してください。また、大学や自治体などの機関を騙って個人情報を入手しようとする悪徳業者が

増えています。安易に自分の情報を教えることはせず、大学や自治体に確認するよう心がけてください。 

また、学内外で財布やスマートフォン、学生証を紛失してしまったという相談が度々寄せられます。悪意のある

人に拾われて個人情報を悪用されてしまう可能性もあります。 

貴重品や学生証は常に携帯する、厳重に保管する等、管理を徹底してください。万が一紛失してしまった場合は、

速やかに最寄りの警察署に届け出てください。 

 

⑧ 家族等にまめに連絡を 

一人暮らしの学生は、家族、保証人とまめに連絡をとり近況を伝えるようにしてください。 
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2 各種証明書  

（1）自動発行機から交付される証明書  

次の証明書が必要なときは、「学生証」を使用し自動発行機を自分で操作して、直接交付を受けてください。 
学生証を利用する際は、パソコンにログインする際のパスワードを入力してください。 

・ 在学証明書、成績証明書          … 全学生対象(在学証明書は休学中の学生を除く) 
・ 卒業見込証明書            … 卒業年次生対象（4年次の4月以降～２月末まで） 
・ 社会福祉主事任用資格取得見込証明書   … 社会福祉子ども学科卒業年次生対象 

・ 学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証） … 全学生対象   

 

成績証明書の厳封が必要な場合は、自動発行機で交付を受けた成績証明書を、事務局学生・就職支援担当の窓口ま 

で各自お持ちください（対応時間・・・事務局開局日 8:45～18:00） 

学割証は、修学に伴う諸負担を軽減する趣旨で設けられた制度です。この趣旨をよく理解して計画的に使用してく 

ださい。 
学割証は、旅客鉄道株式会社（ＪＲ各線）などで片道１００㎞を超える区間を旅行する場合に運賃が２割引になり 

ます。乗車券を購入する際は、学生証を呈示し、必ず乗車する前に購入してください。  
・ 学割証の有効期間は、発行日から３か月間。 
・ 学割証を不正使用した者には、交付を停止します。不正使用は絶対にしないでください。 

 

 

 

 

 

※なお、事務局受付時間（平日8:45～18:00）以外の時間帯に、自動発行機で紙詰まり等のトラブルが 

あった場合、後日改めてお声がけいただくことになりますので、ご注意ください。 

（2）健康診断結果証明書  

  健康診断書等用の『各種証明書交付願』を事務局学生・就職支援担当に提出してください。発行は、提出日をゼロ 

日と数え３日後（休業日を除く）になります。大学が実施した定期健康診断結果のみの発行となります。4月の定期

健康診断を受診した方に、5月中旬ごろから受診年度の翌3月末までの発行です。大学所定の様式による発行になり 

ますので、その他の様式については、保健センターにご相談ください。 

（3）実習用通学証明書  

長期の学外実習（※同一の実習先・区間で概ね２週間以上）の場合は、証明書を発行することにより、実習先まで

の通学定期券を購入することができます。各交通機関から承認を受けるため、実習用通学証明書の発行には日数がか

かります。実習開始日の６週間前までに『通学証明書交付願』を事務局学生・就職支援担当に堤出してください。 

※ 学外実習が１か月に満たない場合でも、通常の通学定期券同様に１か月単位での購入になります。ただし、 

使用できるのは、実習期間内に限られます。期間が残っていた場合も払い戻しはできません。 

（4）その他の証明書（自動発行機から発行できない証明書） 

   その他の証明書の発行が必要な場合は、『各種証明書交付願』に必要事項を記入して事務局学生・就職支援担当に 

提出してください。発行は、提出日をゼロ日と数え、3日後以降（休業日を除く）になりますので、ご注意ください。 

用紙の指定がある場合は用紙を持参してください。証明内容によっては発行に日数を要する場合もあるので、余裕を 

もって申請してください。 

※ 就職・進学に必要な提出書類（推薦書、内申書、調査書等）の発行については、事務局学生・就職支援担当

にお問い合わせください。 

事務局窓口・・・月～金曜 8：45～18：00 

自動発行機・・・月～金曜 8：45～21：20 土曜 8：50～17：30 

（いずれも日・祝日及び閉学期間、年末年始を除く） 
 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
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3 学籍の届出と異動  

（1）学籍情報の届出  

● 学生情報登録 
学籍簿に記載する情報の収集や緊急時の連絡先の把握などのために必要な情報です。大学が指定する期日まで

に、登録フォームより登録してください。 

 

● 保証人等を変更したとき  

入学手続時に提出した『保証書』に記載された保証人を変更する場合、又は保証人の氏名・住所が変更になっ

た場合は、速やかに『保証人等変更届』を事務局学生・就職支援担当に提出してください。 

 

● 氏名・住所等が変更となったとき  
入学時に登録した「学生情報」に記載した次の事項に変更があったときは、速やかに『氏名・住所等変更届』

を事務局学生・就職支援担当に提出してください。 

・ 学生 「氏名・現住所・電話番号（携帯電話番号）・通学経路（交通手段）」 
・ 保護者 「氏名・住所・電話番号」＊保護者が保証人の場合、住所変更には『保証人等変更届』が必要です。 

・ 緊急時の連絡先 「名称・住所・電話番号」 

※ 電話（スマートフォン、携帯電話を含む）番号が変更になった場合も必ず届け出てください。 

※ 氏名の変更に伴い、授業料引き落とし口座・名義が変更となる場合には、事務局財務担当にご連絡いただき、

変更の手続きを行ってください。 

 

 また、婚姻等で戸籍上の姓を変更したが旧姓を使用する場合や、通称名を使用する場合は、以下の注意事項をよ

く読んだうえで速やかに『通称等使用申請書』を事務局学生・就職支援担当に提出してください。 

〔注意事項〕  

① 通称等の使用は、皆さんが学内での学生生活を円滑に進めるために設けられた学内の制度で、原則学内のみで

用いられるものです。臨地実習や就職活動先、国家試験の出願時など、通称使用の及ばない外部機関等と関連の

ある事柄については、原則戸籍名を使用していただきますので、ご承知おきください。  
※ 実習等でも通称等を使用してほしい場合には、必要に応じて実習担当教員に個別にご相談ください。ただし、

その場合でも通称等の使用が認められるかは実習先等の判断に依ります。  
② 通称等の使用は卒業証明書、成績証明書、学生証、卒業証書（学位記）にも適用されるほか、通称等の使用を

中止するまでは卒業後も有効です。  
※ 卒業証明書等に戸籍名を表記したい場合には、直接事務局学生・就職支援担当窓口に相談するか、中止願を提

出して通称名の使用を中止してください。  
※ 事務局に申請があれば、大学が通称使用を認めている旨の証明書（戸籍名と通称名を併記）を発行可能ですが、

同一性の証明はご自身でご対応ください。  
※ 卒業証書については、毎年卒業証書作成時、事務局から学生に対し、学生証に記載された氏名と異なる場合の

正しい表記を確認しています。戸籍名での記載を希望する場合は、必ずそのときに事務局まで戸籍名での記載を

希望する旨、申し出てください。  
  卒業証書の再発行はできないほか、永続的に残るものであるため、表記については十分に考えた上で希望を申

し出てください。  
③ 学修や手続きにあたり、適正な理由があって戸籍名の開示を教職員から求められた場合には、その求めに応じ

てください。 

（2）休学・復学・退学について 

休学・復学・退学を希望する学生は、学生担任教員に相談の上、各種様式を提出してください。毎月開催される学

生支援委員会で協議の上、決定内容を通知します。 

（詳細情報や各種様式は、WebClass＞学生支援センター＞学生生活のページ内「休学・復学・退学について」参照） 

 

 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=dbb82dc45383ed370cd53da21dba2c1c&page=1
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① 休学願 

● 事前相談 
休学は、願い出があっても、その時期及び理由によっては許可が困難な場合があります。休学の理由が生じた

ときは速やかに学生担任教員に相談してください。また、休学期間が終了する時も同様です。休学が終了する２

か月前を目安に学生担任教員に相談をしてください。 

● 休学の願い出 
学生が疾病、その他のやむを得ない理由により、２か月以上の期間修学することができなくなったときは、本

人と保証人が連署した『休学願』を休学開始日より前に事務局学生・就職支援担当に提出して休学の許可を受け

なければなりません。休学をすると修業年限では卒業できませんので、慎重に判断をしてください。 

なお、疾病や傷害による休学の場合は、医師の「診断書」を添付してください。 

● 休学許可期間 
休学願によって、許可される期間は２か月以上１年以内です。特別の事情があって引き続き休学の必要がある

場合には、再度『休学願』を事務局学生・就職支援担当に提出して許可を受けなければなりません。１年を限度

として休学期間の延長を許可することができます。 

● 休学期間 
休学を許可される期間は通算して、学部学生は４年を超えることができません。 
また、この休学期間は在学年限には算入されません。 

 

② 復学願 

● 事前相談 
復学は、願い出があっても、その時期及び理由によっては許可が困難な場合があります。休学期間中に休学の

理由がなくなり復学する場合は速やかに、また、休学許可期間終了による復学の場合は、復学する２か月前を目

安に学生担任教員に相談をしてください。 

● 復学の願い出 
休学期間中に休学の理由がなくなったとき、又は休学許可期間終了により復学しようとするときは、本人と保

証人が連署した『復学願』を事務局学生・就職支援担当に提出して許可を受けなければなりません。 
なお、復学の理由が疾病や傷害の回復によるときは、医師の診断書を添付しなければなりません。 

 

③ 退学願 

● 事前相談 
退学は、学生にとって重要な身分の異動です。退学の理由が生じたときは速やかに学生担任教員に相談してく

ださい。 

● 退学の願い出 
退学しようとする学生は、本人と保証人が連署した『退学願』を事務局学生・就職支援担当に提出して許可を

受けなければなりません。 

（3）転学願  

他の大学等へ入学又は転入学を志願しようとする学生は、事務局学生・就職支援担当に早めにご相談ください。 

（4）転学科等  

● 事前相談 
   他の学科・専攻への転学科等を行う場合は、事前に学生担任教員や所属する学科・専攻の教務委員との相談が

必要です。 

● 転学科等の願い出 

 転学科等を志願しようとする学生は、あらかじめ定められた期間に本人と保証人が連署した『転学科等願』 

等を提出するとともに、選考を経て許可を受けなければなりません。 
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4 健康管理  

（1）保健センター 

保健センターは、病気やけがの応急処置のほかに、定期健康診断の事後指導・健康相談・保健指導・医療機関の紹 

介などを行い、学生の健康を守り、よりよい学生生活が送れるよう支援します。 

開  室  時  間 場  所 

９：００ ～ １７：３０（月～金） 本部棟 １階 

※ 保健センターにスタッフが不在の場合は、事務局学生・就職支援担当へ連絡してください。 

（2）定期健康診断  

学校保健安全法に基づき、全学生を対象に、毎年４月に定期健康診断を実施します。健康な学生生活を送るため、 

毎年必ず受診してください。結果は、後日WebClassで閲覧できます。 

なお、実習にあたって実習先から、健康診断結果の証明を求められる場合があります。大学が実施する定期健康診 

断を受診していないと、この証明ができません。実習に支障を及ぼすことにもなりかねないことを、十分認識してお 

いてください。 

疾病等やむを得ない事情によって受診できなかった学生は、大学が指定する医療機関（大学負担）又は他の医療機 

関（自己負担）で健康診断を受診し、速やかに「健康診断結果」を保健センターに提出しなければなりません。 

（3）事後指導  

定期健康診断の結果、異常が認められ再検査等が必要な場合、また、再検査は必要としないものの健康管理上必要 

な場合には、個別指導を行います。 

WebClassで結果を閲覧し、要事後指導の指示があった場合は、速やかに対応してください。 

事後指導を受けていない場合は、健康診断結果の証明書の発行はできません。 

（4）健康相談・応急処置   

保健センターでは、健康上の悩みについての相談を受け付けています。なお、相談内容の秘密は厳守されますので、 

どんなことでも気軽に相談してください。病気やけがの応急処置も行っています。 

（5）カウンセリング  

学生生活を送る上で、自分一人では解決できない問題や、

誰かに聞いてもらいたい悩みがあるときは、遠慮せず気軽

に相談してください。臨床心理士が相談に応じます。相談

内容の秘密は厳守します。事前に予約が必要です。 

 

※１ 心理テストなどもできますので、相談してください。 
２ 友人や家族と一緒に来てもかまいません 

 

 

（6）各種測定器  

保健センターには、次の測定器が設置してあります。自己の健康管理の参考に、気軽に利用してください。 
①身長・体重計   ②血圧計   ③体脂肪計   ④呼気一酸化炭素濃度測定器 

⑤ヘモグロビン測定器 

相 談 日 月・火・水・金 

相談時間 １０：5０ ～ １６：３０ 

相談場所 本部棟１階 学生相談室（保健センター内） 

又はオンラインにて 

相 談 員 臨床心理士（カウンセラー） 

予約受付 保健センターへ 

（直接来室、内線：２１６０、 

eメール：gakusei-soudan@spu.ac.jp） 

https://www.spu.ac.jp/about/facilities/tabid238.html
https://www.spu.ac.jp/about/facilities/tabid238.html
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（7）一次救命処置トレーニング  

保健センターにはいつでも一次救命処置のトレーニングができるよう、「一次救命処置トレーニングコーナー」が 

設けられています。いざという時に落ち着いて行動できるよう繰り返しトレーニングして身につけてください。 

（8）マイナ保険証・健康保険資格確認書  

急な傷病のときも保険診療を受けることができるように、「マイナ保険証」または「健康保険資格確認書」を常に

携行してください。 

（9）感染症に罹患したとき 

次の感染症にかかったとき（又はその疑いがあるときなど）は、感染拡大防止のため、学校保健安全法第19条に基 

づき出席停止となります。これらの感染症にかかったと思われるときは、決して登校せず、事務局学生・就職支援担 

当へ連絡し、速やかに近くの医療機関を受診してください。 
出席停止となった場合は、学校保健安全法施行規則で定める期間（治癒するまで、感染のおそれがないと認められ

るまで等）は登校することができません。登校するときは、事務局学生・就職支援担当へ連絡し、必ず医師による診

断書を提出してください。 

※ インフルエンザに罹患した場合は、診断書に代わり、インフルエンザの罹患及び受診日が確認できる医療機関

発行の書類（検査結果報告書や診療明細書等）の提出でも可。 

※ 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、診断書に代わり以下の提出でも可。 

医療機関での検査結果（ない場合は検査を実施したことが記載されている診療明細書など） 

 

連絡先  事務局学生・就職支援担当  電話：048-973-411６ 

〈出席停止となる学校感染症〉 

 感染症名 出席停止期間 

 

 

第一種 

 

 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、

ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリ

ア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属   

SARS コロナウイルスであるものに限る）、中東呼吸器症候

群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイル

スであるものに限る）および特定鳥インフルエンザ等 

治癒するまで 

 

第二種 

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く） 
発症した後５日を経過し、かつ、解熱後 

２日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正

な抗菌薬療法が終了するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現し

た後５日を経過し、かつ全身状態が良好に

なるまで 

風疹（三日はしか） 発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消失した後２日を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症（病原体が ベータコロナウイルス

属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに

報告されたものに限る。） 

発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽 

快した後１日を経過するまで 

結核、髄膜炎菌性髄膜炎 

病状により学校医その他の医師において感

染の恐れがないと認めるまで 
 

第三種 

 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パ

ラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染

症（条件による） 
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5 学生相談  

学生生活を送る上で直面する様々な問題や悩みは、信頼できる人に話すことによって、解決の糸口が見つかったり

するものです。 
本学では、学生が自分一人で思い悩むことなく、気軽に相談できるような体制を整え、より充実した学生生活を送

れるよう支援します。 
相談内容の秘密は厳守されますので、気軽に相談してください。 

（1）学生生活全般に関する相談  

修学上の相談や学生生活上の様々な相談については、学生担任教員が相談相手となり、助言や指導を行います。 
また、福利厚生、課外活動、各種奨学金、授業料の減免などに関する相談については、事務局学生・就職支援担当 

職員が対応します。 

（2）心身の健康に関する相談  

  心身の健康に関する相談は、保健センターや臨床心理士が対応しています。 

（3）就職・進学に関する相談  

就職と進学に関する相談は、学生担任教員を始め、進路担当教員とキャリアカウンセラー、事務局学生・就職支援 

担当が連携して対応しています。 

（4）休学等の相談  

休学や退学などの学生の身分に関する相談は学生にとって最も重要ですので、慎重に取り扱うことにしています。 
休学や退学を希望する場合は、学生担任教員に相談してください。本人、保証人、学生担任教員で話し合いを行い、

本人の最終的な意思を確認した後、休学願や退学願を受理することになります。詳しくは「3 学籍の届出と異動」

（P15・16）を参照してください。 

（5）障害に関する相談、授業・試験等における配慮申請  

  身体、知的、精神（発達を含む）の各障害のある方で、障害及び社会的障壁により本学での修学に困難がある場合、 

授業・試験等における配慮を申請することができます。配慮申請を検討又は希望される方は、学生担任教員、保健セ 

ンター、学科・専攻教員、障害学生アドバイザー※、事務局学生・就職支援担当のいずれかに一度ご相談ください。本 

人の希望を基に、学内で配慮内容を検討し決定します。 

 

※障害学生アドバイザーについて 

障害者の支援について知見を有する教員等が学長から指名を受け、障害のある学生に対し専門的なアドバイスを

行います。 

障害学生アドバイザーについては、大学ホームページをご覧ください。 

 

本学にはAEDが設置されています。緊急事態に備えて設置場所を確認しておきましょう。 

設置場所：保健センター・警備室・南棟メディアギャラリー・北棟メディアギャラリー（２台） 

体育館・情報センター（図書館） 

※ AED（自動体外式除細動器）は、心臓の突然の停止（心室細動）の際に電気ショックを与え（電気的除細動）、

心臓の働きを戻すことを試みる医療機器。操作を自動化して医学的判断ができない一般の人でも使えるように設

計されている。 

(ﾒﾓ) ☆ＡＥＤ（自動体外式除細動器）について 
Automated External Defibrillator 

https://www.spu.ac.jp/life/handi/
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（6）出産・育児等に関する相談  

本学の学生・教職員を対象に出産・育児・介護等に関する相談窓口を設置しています。ご相談等は、下記メールア 

ドレス宛にご連絡ください。 

相談窓口：somu@spu.ac.jp 

（7）オフィスアワー制度  

オフィスアワー制度は、メール等で予約の上、教員の研究室等を訪問して、質問や相談を行うことができる制度で 

す。皆さんの所属する学科の教員はもちろん、ほかの学科の教員との相談もできます。内容は、授業に関する質問や 

学修相談など、主として学修面に関することです。 
それぞれの教員の研究室・メールアドレスについては、WebClass「学生生活のページ」又は事務局窓口で確認し

てください。 

（8）学年間交流  

「学年間交流」は、学生が授業や学生生活に関し様々な情報を交換し、充実した学生生活が送れるよう支援する制 

度です。 

学生が抱えている悩みや不安などに対し、同じ学科・専攻の身近な学生同士が、学年の垣根を越えてアドバイスし 

合う仕組みを作り、より一層の交流・絆を深められるようサポートするものです。 

学科・専攻ごとに開催します。なお、開催時期は学科・専攻ごとに異なります。 

（9）学長への意見等提出制度  

授業、学生支援、施設管理などの大学運営に関する全てのことについて、意見等を直接学長に提出できる制度です。 

下記メールアドレスへ意見等を提出すると、原則として、意見が提出された週の翌週末まで（年末年始等の場合、 

翌々週末になる場合あり）にいただいたメールアドレスあて、学長の意見や対応策を回答します。 

意見等提出用メールアドレス ： iken@spu.ac.jp 

※ 意見等提出者が不利益を被らないように配慮します。 

意見等提出者や第三者が不利益を被らない範囲で、意見等や意見等への回答を公表することがあります。 

 

6 ハラスメントに関する相談  

本学では、すべての学生が心理的にも身体的にも健康で安全な環境の中、勉学や研究に専念し、充実したキャンパ

スライフを送ることができる大学を目指すため、ハラスメントの防止及び対策のためのガイドラインを作成するとと

もに、ハラスメント相談員を配置しています。 
この相談員は、「公立大学法人 埼玉県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規程」に基づいて各学科等に配

置され、相談者の立場に立って、問題の迅速な解決に努めます。 
セクシャル・ハラスメントとは、教育・研究の場又は職場において行われる性的な言動に対する相手方の対応によ

り当該相手方に不利益を与え、又は当該性的な言動により教育・研究環境や就業環境を害することをいいます。 

また、アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究の場において、優越的な関係を背景とした教育・研究上必要

かつ相当な範囲を超えた言動により、相手方の学習・研究環境を害することをいいます。 

もしあなたがハラスメントの被害にあっていると感じたら、すみやかに周囲の人に相談し、助けを求めてください。

決して自分を責めたり、我慢をしたり、一人で悩むことはありません。 
相談窓口では、まず、あなたの相談に対して誠実に対応します。あなたの相談の内容を親身に聞き、解決のための

最善の方法について助言します。また、個別の相談などによる解決が不可能な場合には、さらにハラスメント等防止

対策委員会を介して大学として解決をめざします。 
相談した内容や、あなたの名誉、プライバシーは堅く守られます。相談したことによって、あなたが不利になるこ

とは決してありません。 
各学科等の相談員については、学内ポータルに掲載している「ハラスメントの防止及び対策に関するガイドライン」

をご覧ください。 

mailto:somu@spu.ac.jp
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=817aca46d624da778176464ca36c8c8a&page=1
https://spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F10%5F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96%2F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%882024%2E4%EF%BC%89%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F10%5F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96
https://spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F10%5F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96%2F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%882024%2E4%EF%BC%89%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2Fgakunai%2F10%5F%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96
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相談はあなたの所属学科に関わらず、相談しやすい相談員に自由に連絡を取ってください。電話又はメールでの連

絡も結構です。プライバシーを守れるような場を設定した対面での相談も可能です。 

 

7 授業料  

1）授業料の納付  

授業料は、原則として前期（４月）・後期（10月）の２回に分けて、学生（又は保証人）名義の口座から引き落と

すことにより納付していただきます。2026年度の引落し日は、前期分は4月28日（ただし今年度入学者は５月28

日）、後期分は10月28日となります。202７年度以降の引落し日は学内ポータル等でお知らせします。 

 

授業料年額 
前期授業料 

（納付月：４月又は５月） 

後期授業料 
（納付月：１０月） 

６２１，０００円 ３１０，５００円 ３１０，５００円 

※ 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない場合は、除籍の対象となります。 

※ 口座振替による一括納付が難しい場合は、分割納付申請・納付猶予申請ができます。 

詳しくは財務担当までお問い合わせください。 

 

8 高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付奨学金） 

高本学は、2020年4月から実施されている国の高等教育の修学支援新制度の対象校になっています。 

これは、大学が行う入学料・授業料減免と、日本学生支援機構が支給する給付奨学金とを併せて

行う新しい制度です。対象となるには、世帯収入の要件（住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯）

や学修意欲に関する要件等を満たしている必要があります。詳細は下記のURLまたはQRコードか

らご確認ください。また、不明な点があれば事務局学生・就職支援担当へお問い合わせください。 

（文部科学省ＨＰ：http://www.mext.go.jp/kyufu/index.html） 

（1）入学料・授業料の減免  

① 減免の申請手続 

毎年4月～5月頃と9月～10月頃の年2回、募集を行います。指定された期日までに申込手続きを行ってくださ

い。詳しい手続き方法については、学内ポータル・学内メール・WebClass等によりお知らせします。（家計急

変による申請については、事由発生後３ヶ月以内にしなければならないので、早めにご相談ください。） 

② 対象者の主な要件（新規認定時）  

・学業等に係る基準 

学業成績、学修計画書等により、学ぶ意欲があると大学が認定した学生 

・家計に係る基準（収入基準） 

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯 

・その他、大学等への入学時期等に係る基準や、在留資格等に係る基準があります。 
・日本学生支援機構の給付奨学金の受給申請をしていない方は対象となりません。 

・詳細は年2回の募集の際にお知らせします。 

 

＊２０２５年度より支援対象拡大 

 多子世帯（生計維持者が扶養する子ども３人以上の世帯）は所得制限なしで支援対象となります。（給付奨学

金は所得によって受給できない場合があります。） 

支援を受けるには給付奨学金と授業料等減免両方の申込が必須です。 

http://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
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③ 減免額 

減免額は、多子世帯を除き、世帯の所得金額に応じた区分により決まります。 

（多子世帯は所得にかかわらず全額免除となります。） 

※入学料は、入学した年度の4月から減免対象となる場合にのみ、減免されます。 

 

【入学料（県内居住者）】 

 

 

 

 

 

 

 

【入学料（県外居住者）】 

 

 

 

 

 

 

 

【授業料】 

 

 

 

 

 

④ 決定通知 

授業料等の減免申請の結果は、学生本人あてに通知します。減免額が納付すべき入学料・授業料額未満となる

場合は、決定内容通知に記された授業料等を、指定された期限内に納付していただきます。 

⑤ 減免決定後の手続き 

半期ごとに減免対象者に該当するかどうかの認定を行います（適格認定）。前期は世帯の所得状況について、

後期は学業成績についての適格認定を行います。適格認定の結果により、減免額が変更となったり、減免措置が

廃止または停止され、さらに成績等が著しく不良の場合は、減免額の返還が求められることがあります。 

（2）給付奨学金の採用  

授業料等減免を受けるためには日本学生支援機構の給付奨学金の採用が必要となります。詳しくは「９ 奨学金制

度」をご確認ください。 

 

９ 奨学金制度  

（1）日本学生支援機構奨学金  

日本学生支援機構が、経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、また、経済・社会情勢等を踏まえ、 

学生等が安心して学べるよう、「貸与」または「給付」する制度です。詳しい基準等は日本学生支援機構のHPをご確 

所得による区分 減免額 減免後の入学料納付額 

第Ⅰ区分 ２１１，５００円 0円 

第Ⅱ区分 １４１，０００円 ７０，５００円 

第Ⅲ区分 ７０，５００円 １４１，０００円 

多子世帯（第Ⅰ～Ⅳ区分） 

多子世帯 
２１１，５００円 0円 

所得による区分 減免額 減免後の入学料納付額 

第Ⅰ区分 ４２３，０００円 0円 

第Ⅱ区分 ２８２，０００円 １４１，０００円 

第Ⅲ区分 １４１，０００円 ２８２，０００円 

多子世帯（第Ⅰ～Ⅳ区分） 

多子世帯 
４２３，０００円 0円 

所得による区分 減免額（年額） 減免後の授業料納付額（年額） 

第Ⅰ区分 ６２１，０００円 0円 

第Ⅱ区分 ４１４，０００円 ２０７，０００円 

第Ⅲ区分 ２０７，０００円 ４１４，０００円 

多子世帯（第Ⅰ～Ⅳ区分） 

多子世帯 
６２１，０００円 0円 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html
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認ください。申請方法などについては、ＷebClass「奨学金・授業料減免等経済的支援のページ」及び学内ポータル

や学内メールにてお知らせします。各自で確認してください。 

 

① 日本学生支援機構奨学金の種類 

【貸与奨学金】卒業後に返還が必要です                （202５年度実績） 

奨学金の種別 第一種奨学金 ＊ 第二種奨学金 

貸与月額 

通学区分 貸与月額 貸与月額 
2万円～12万円までの間で 

１万円単位で選択できます。 
自 宅 4万5千・3万・2万から選択  

自宅外 5万1千・4万・3万・2万から選択 

そ の 他 無利子 有利子（卒業後３％の範囲内） 

     ＊給付奨学金と同時に受けている場合、第一種の月額の上限額が制限（併給調整）されます。 

 

【給付奨学金】学業成績等により、返還が必要となる場合があります 

月額は世帯の所得金額に応じた区分（機構が判断）と通学形態により決まります。 

支援区分は毎年マイナンバーにより取得した情報により見直しが行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人はカッコ内の金

額となります。 

   ＊２ 貸与の自宅外通学より厳密な基準があり、証明書類が必要となります。 

    ＊3 多子世帯（扶養される子供が３人以上の世帯）対象の所得金額 

    ＊4 多子世帯で所得区分が第Ⅰ～第Ⅳ区分以外の場合、授業料等減免の対象とはなりますが、給付奨学金の

支給はありません。 

 

② 奨学生の採用 

● 予約採用 

 高校在学中に、高校で申込みます。予約採用者となったのち、進学後に大学へ進学届の提出が必要です。 
● 在学採用 
奨学生の採用募集は、４～5月頃と9～10月頃を予定しています。学内メールで案内をしますので、必要に応

じて指定された期日までに手続を行ってください。 

家計の状況・学業成績等を総合的に判断し、学内の選考を経て日本学生支援機構に推薦等を行います。 

● 家計急変時の採用 

生計支持者の死亡や会社の倒産又は災害等により家計が急変した場合は、在学採用時以外でも採用となる場合

があります。家計急変時から３か月以内に（貸与奨学金の場合は12か月以内）日本学生支援機構への申請が必要

となるため早めにご相談ください。（家計急変が進学前の場合は進学後３か月以内の申請が必要です。）詳細は、

事務局学生・就職支援担当へお問い合わせください。 

 

 ③ 採用後の手続き 

  【貸与奨学金】 

  ・返還誓約書の提出（採用決定時）→継続願の提出（毎年１回）→返還の手続き（貸与終了時） 

 

所得による区分 自宅通学 自宅外通学＊２ 

第Ⅰ区分 ２９,２００円（３３,３００円）＊１ ６６,７００円 

第Ⅱ区分 １９,５００円（２２,２００円）＊１  ４４,５００円 

第Ⅲ区分 ９,８００円（１１,１００円）＊１  ２２,３００円 

第Ⅰ区分（多子世帯） ２９,２００円（３３,３００円）＊１ ６６,７００円 

第Ⅱ区分（多子世帯） １９,５００円（２２,２００円）＊１  ４４,５００円 

第Ⅲ区分（多子世帯） ９,８００円（１１,１００円）＊１  ２２,３００円 

 第Ⅳ区分（多子世帯）＊3   7,3００円 （8,4００円） ＊１ 16,7００円 

多子世帯 ＊4 0円 0円 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?group_id=00000440
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/heikyutyosei/index.html
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  【給付奨学金】 

  ・在籍報告（4月 年1回）生計維持者や扶養情報をネット入力します。  

  ・適格認定（家計）は、毎年税情報によって10月以降の支援区分が見直され、この区分は授業料減免にも反映さ

れます。 

   事務局学生・就職支援担当より学内メールにて連絡しますので、その指示に従って手続きをしてください。 

 

 ④ 適格認定（学業） 

   毎年度末にその年度の学業成績をもとに奨学生としての適格性を有しているか否かについて厳格に審査し、日

本学生支援機構に報告します。その結果により来年度の奨学金継続の可否が決まります。この認定を「適格認定」

（学業）といいます。給付奨学生は給付終了時にも適格認定を行い、返還の要・不要が決まります。 

   給付奨学生の継続の可否は授業料減免にも反映されます。 

 

 ⑤ 各種届出 

採用後も次の場合、届け出が必要となります。詳しくは事務局学生・就職支援担当窓口までお問い合わせくだ

さい。 

在学猶予願（在学届）…入学前に日本学生支援機構の奨学生であった方又は在学中に貸与の辞退をしたとき 

異動届…休学・復学・退学・辞退などの異動時 

各種変更届…貸与月額・住所などの変更をするとき 

＊在学中の奨学金の手続きについてはWebClass＞学生支援センター＞ 

「奨学金・授業料減免等経済的支援のページ」でもご確認いただけます 

（2）主な奨学金一覧  

  詳しくは各奨学金制度のホームページ等でご確認ください。 

（3）その他の奨学金・貸付制度  

① 各都道府県や市町村で出身者等を対象にした奨学金、育英資金貸付制度、母子父子寡婦福祉資金貸付制度など

があります。詳細は出身地又は居住地の都道府県庁か市役所、町村役場にお問い合わせください。大学に直接募

集案内があったものはその都度、WebClass「奨学金・授業料減免等経済的支援のページ」への掲示、学内メー

ルによりお知らせするほか、事務局学生・就職支援担当窓口でも閲覧できます。 
② 就職することを条件とした医療機関等が行う奨学金制度で大学に案内があったものは、キャリアセンター及び

WebClass「奨学金・授業料減免等経済的支援のページ」で閲覧できます。 

制度名 貸与種別 主な応募条件 金額 

埼玉県看護師等 

育英奨学金貸与制度 

貸与 卒業後、埼玉県内において看護師等として就業す

ることが確実であること等 

年額 54 万円 

最長 4 年間 

越谷市看護師等修学資金

＊令和 8 年度より新制度に

変更 

貸与 

（返還免除有） 

卒業後、直ちに越谷市内医療機関において看護業

務に従事する意思があること等 

月額８万円以内 

最長 4 年間 

埼玉県保育士 

修学資金貸付 

貸与 

（返還免除有） 

保育士として県内保育所等に勤務する意思のある

こと等 

月額 5 万円以内 

最長 2 年間 

本多静六博士 

奨学金 

貸与 高等学校最終修学期間に埼玉県内に住民登録され

ていた者 

他に成績、収入、年齢等の要件あり 

月額３万円以内 

入学一時金３０万

円以内 

高橋君子記念看護奨学基

金 

給付 看護学科の 3 年次で、高齢者看護を中心とした分

野を志す者等 

月額 3 万円 

最長 2 年間 

エフテック奨学財団奨学

金 

給付 学部 2 年次以上、研究科 1 年次 

学業、人物ともに優秀な者等 

月額 3 万円 

新日本奨学会 

奨学金 

給付 社会福祉子ども学科の４年次に在籍 

社会福祉士の国家試験を受験予定の者等 

年額 42 万円  

 

堀川隆文育英会 

奨学金 

給付 経済的な理由により修学が困難である者 年額 48 万円 

最長 4 年間 

(2025 年度実績) 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?group_id=00000440
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/course.php/00000440/manage/?acs_=22640ff1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/course.php/00000440/manage/?acs_=22640ff1
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10 課外活動  

（1）学生団体  

① 団体の設立 

学内において学生の団体を設立しようとするときは、『学生団体設立願』に団体規約を添えて事務局学生・就

職支援担当に提出してください。 
また、団体規約や学生団体設立願の記載事項を変更したときは、『学生団体規約等変更届』を事務局学生・就

職支援担当に提出してください。（例：サークル代表者の変更、顧問教員の変更） 

② 団体の定期報告 

学生団体は、年に一度、前年度の活動状況等を記載した『学生団体活動報告書』を、その他必要書類とともに

事務局学生・就職支援担当に提出してください。提出期限は学内メールでお知らせします。 
なおこの報告書が提出されないときは、その団体は解散したものとみなされその後の活動はできなくなります。 

③ 団体の解散 

学生団体が解散するとき又は団体の構成員が全員卒業するときは、解散理由やその他の必要な事項を記載した

『学生団体解散届』を事務局学生・就職支援担当に提出してください。 

④ 活動の制限 

学生団体は、学内において特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動若しくは特定の宗教活動

を行うことはできません。 

⑤ 団体の活動の停止・設立承認の取消し 

学生団体が次に掲げる事項に該当するときは、学長はその団体の活動を停止、又は設立の承認を取り消すこと

ができます。 
・ 学生団体の行為が本学の定めた規程に違反し、又は学内の秩序を乱し、若しくは教育研究活動に支障をきたす

恐れがあると認められるとき 
・ 学生団体の活動中に事故が発生するなど、その運営が適正に行われなかったとき 

・ 学生団体の会員が不祥事に関係し、かつ、それが学生団体の活動に密接な関連があったとき 

 

 

サークル活動中に起きた事故を補償する傷害・賠償責任保険です。構成員４名以上のサークル（文化活動団体を

含む。）が対象で、年度毎に加入する必要があります。 

（2）学生団体一覧  

２０２６年１月現在、４６の学生団体（部、サークル）が活動しています。学生団体一覧については、大学ホームペ

ージで確認してください。 

（3）集会等の開催  

学生又は学生団体が、学内において集会等を開催しようとするときは、その７日前までに『学生集会等開催願』を 

事務局学生・就職支援担当に提出し、許可を受けてください。なお、集会等が本学の目的に著しく反していると認め

られるときは、その集会等の解散を命ずることがあります。 

（4）学外での課外活動  

学生又は学生団体が、本学の名(略称を含む)を冠し、又はそれを意味する名義をもって学外において課外活動を行 

い、若しくは学外団体の活動に参加しようとするときは、原則としてその７日前までに『学外活動届』を事務局学生・

就職支援担当に提出してください。 

この届出は、学外における活動を把握するとともに、事故が発生した場合「学生教育研究災害傷害保険」の保険を 

適用させるための資料となるものです。この届出を怠ると課外活動中の事故であっても、保険は適用されません。 

(ﾒﾓ) ☆ スポーツ安全協会 スポーツ安全保険について 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://www.spu.ac.jp/life/activities/tabid349.html
https://www.spu.ac.jp/life/activities/tabid349.html
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=b32746ea2039b9ea177bf892b708681a&page=1
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学生主催の行事には、次のものがあります。 
・ 新入生歓迎会 ・ スポーツフェスティバル  

・ 清透祭     ・ 卒業生を送る会 
※「学生自治会」が企画・運営をしています。 

   上記の行事は学生自治会費、後援会費を主として運

営されています。 

 

【清透祭の由来】 

医療福祉に求められる清潔感、透明性、私達が目指す

べき医療技術者としての Standard ＝ 正統性とい

ったものが「清透」という文字にこめられています。 

（5）学内掲示  

① ポスター等の掲示 

学生又は学生団体が、学内において、ポスター、立看板等を掲示しようとするときは、あらかじめ『学内掲示

願』に掲示物を添えて事務局 施設管理担当に提出してください。許可を受けたときは、掲示期間を明示した検印

が押された掲示物を事務局 施設管理担当から受け取り、指定された場所に掲示してください。 

② 掲示物の撤去 

掲示期間の経過した掲示物は、掲示責任者が直ちに撤去してください。 
検印のない物・指定場所以外に掲示した物は、内容にかかわらず撤去します。 

③ 禁止掲示物 

学生又は学生団体は、次の事項に該当する掲示物を掲示することはできません。 
・ 特定の個人、団体等を誹謗し、又は名誉を傷つけるもの 
・ 虚偽の事項を記載したもの 
・ その他掲示することが不適当であると認められるもの 

（6）印刷物の発行・配布  

学生又は学生団体が、本学において、新聞、ビラ等を発行し、又は配布しようとするときは、あらかじめ『印刷物 

発行・配布願』に印刷物を添えて事務局学生・就職支援担当に提出し、許可を受けてください。 
なお、印刷物についても、「禁止掲示物」に該当するときは、発行・配布の許可をしませんので注意してください。 

（7）寄附募集等  

学生又は学生団体が、本学において、寄附募集、物品販売、その他これに類する行為をしようとするときは、あら

かじめ『寄附募集等願』を事務局学生・就職支援担当に提出してください。 

（8）学章の使用  

学生又は学生団体が、埼玉県立大学学章を使用するときは、事前に『埼玉県立大学学章使用許可願』を事務局 企画・

情報担当に提出してください。 
学章が大学を象徴するものであることを認識し、その取扱いには十分配慮してください。 

（９）ボランティア活動・社会活動  

本学に寄せられたボランティア活動、社会活動のお知らせは、『地域活動プラットフォーム』に掲載していま

す。 

『地域活動プラットフォーム』に登録すると、御自身の興味にあった情報がメールで届きますので、『登録フォー

ム』へ是非ご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾒﾓ) ☆学生主催の行事 

(ﾒﾓ) ☆清透祭(大学祭) 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://spumail.sharepoint.com/sites/SPUVolunteeringPlatform
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dDUSR2-UH02wQ4a3dOv-bq8COEkMcghBiiaAxLNypahURTFVRjVYR1JCVTNDNzNSNzhMMUdNUzU5SC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dDUSR2-UH02wQ4a3dOv-bq8COEkMcghBiiaAxLNypahURTFVRjVYR1JCVTNDNzNSNzhMMUdNUzU5SC4u
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11 施設の使用  

（1）施設使用願  

授業以外でも目的によっては、学内施設を使用することができます。使用場所・日時によって、施設管理責任者の 

許可を受ける必要があります。（下表参照） 

下表グレー部分の施設使用を希望する場合は、『施設使用願』を事務局 施設管理担当に使用日の７日前までに提

出し、許可を受けてください。使用施設が授業と重なった場合は、授業を優先しますので、教員の指示に従ってくだ

さい。 
また、学内行事等で施設の使用を制限することがあります。計画を立てるときは、学内ポータルの学内施設予 

約一覧（学生用）を必ず確認してください。 

※『施設使用願』は、事務局 施設管理担当受付又は学内ポータルの学生生活のページにもあります。 

 同ページには「施設の使用に関する注意事項」を掲載していますので、こちらも併せて必ず確認してください。 

 

ア 予約方法に関する主な注意事項 

  ①施設使用願の受付は使用日の３か月前から受付を開始します。ただし、年度をまたいだ予約については、例

年３月中旬頃に行っている予約開始の周知があるまで予約できません。 

  ②メールでの申請も受け付けます。詳細は、学内ポータルの「施設の使用に関する注意事項」をご覧ください。 

  ③講堂のピアノの利用を希望する場合は、利用希望の前営業日までに事務局学生・就職支援担当 

   (gakusei@spu.ac.jp)に連絡してください。講堂の施設予約は、別途事務局施設管理担当に行ってください。 

 

 イ 予約ルールに関する主な注意事項 

  ①学内立入禁止日（入試等試験日、電気設備点検日）・閉学期間・年末年始（１２／２９～１／３）は、全て

の施設を使用できません。 

  ②学年暦における夏季休業終了後のヒューマンケア体験実習、及びＩＰＷ実習期間は授業期間として適用しま

す。 

 

 

 

行政機関、医療機関、教育機関等から寄せられたボランティア活動や社会活動に関する情報を掲載します。 

有償のものや大学生を対象としたイベント情報なども掲載することがあります。 

『登録フォーム』から登録いただくとともに、定期的にアクセスして、御覧ください。 

  

 

 

(ﾒﾓ) ☆地域活動プラットフォーム 

http://gs.spu.ac.jp/gsession/gakuseiGS.html
http://gs.spu.ac.jp/gsession/gakuseiGS.html
https://spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SitePages/%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%94%9F%E6%B4%BB.aspx
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dDUSR2-UH02wQ4a3dOv-bq8COEkMcghBiiaAxLNypahURTFVRjVYR1JCVTNDNzNSNzhMMUdNUzU5SC4u
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施設の使用時間等一覧表 

施 設 名 

使 用 可 能 時 間 

留 意 事 項 平日（授業期間） 

・休日開講日 
平日（授業期間

外）・休日振替日 
土・日・祝日
（休日開講日除く） 

小講義室 8:30～21:00 8:30～19:00 原則使用不可 
※土曜は院生のみ可 

平日（授業期間）・休日開講日は共同使用となります。予約が

ないことを確認した上で使用してください。ただし、授業等で

使用している場合は使えません。また、やむを得ず貸切で使用

する必要がある場合は許可を受けてください。 

休業期間は北棟２０２～２０５・南棟２０２～２０４のみを

開放します。 

演習室（共通施設棟） 8:30～21:00 8:30～18:00 原則使用不可 
※土曜は院生のみ可 

平日（授業期間）・休日開講日は共同使用となります。予約が

ないことを確認した上で使用してください。ただし、授業等で

使用している場合は使えません。また、やむを得ず貸切で使用

する必要がある場合は許可を受けてください。 

休業期間は共通施設棟（東）１０１～１０６のみを開放しま

す。 

実習室 指導教員等が認める時間 指導教員等の了承が必要です。 

部 室 8:00～21:０0 8:30～18:00 8:30～18:00 使用時に警備員室で学生証を提示して鍵を借りてください。 

体育館 

トレーニング室以外 ８:00～21:00  9:00～18:00 9:00～18:00  

トレーニング室 ８:00～21:00 9:00～18:00 9：00～18：00 

アリーナで授業がある時間は、使用禁止とします。 

原則共同使用となります。ただし、やむを得ず貸切で使用する

必要がある場合は、許可を受けてください。 

入口にある使用簿に必要事項を記載し使用してください。 

グラウンド・テニスコート 8:00～21:０0 9:00～18:00 9:00～18:00  

講 堂 8:30～21:00 原則使用不可 原則使用不可 
演出等の相談は受けられません。 

団体利用のみとし、個人での利用はできません。 

学生ラウンジ 8:30～21:00 8:30～18:00 8:30～18:00 
音を出す活動をする等、やむを得ず貸切とする必要がある場

合は、予約が必要です。 

音出しは「施設使用の注意事項」を遵守し行ってください。 

学生談話室 7:00～21:00 8:30～18:00 8:30～18:00  

学生休憩室 7:00～21:00 8:30～18:00 8:30～18:00 

障害及び社会的障壁により日常生活に制限を受ける学生のた

めの休憩室です。 

事前に学生支援担当（電話: ０４８－９７３－４１１６ メー

ル: gakusei@spu.ac.jp）に連絡が必要です。 

食堂ダイニング・ラウンジ 8:30～19:00 8:30～18:00 原則使用不可  

学生自習室 8:30～21:00 8:30～18:00 原則使用不可  

和 室 8:00～21:０0 8:30～18:00 8:30～18:00 警備員室で学生証を提示して鍵を借りてください。 

育児支援室・子ども支援室 9:00～17:00 原則使用不可 原則使用不可 
お子様を持つ学生及び教職員のための休憩室です。 

事前に総務担当（somu@spu.ac.jp）に連絡が必要です。 

（２）施設使用上の諸注意  

許可を受けた施設は、次の事項に注意して使用してください。なお、学内ポータル掲載の「施設の使用に関する注

意事項」を併せて確認してください。 

① 使用上の遵守事項 

施設を使用するときは、次の事項を遵守してください。 
・ 許可を受けた目的以外には使用しないこと 
・ 許可を受けた期間及び時間を厳守すること 

・ 許可を受けた時間に使用することができなくなった場合は、施設管理担当（内線２１２０）または防災セン

ター（内線２１９５）に必ず連絡すること 

・ 周囲の人に配慮し、節度を守って使用すること 
・ 施設等を破損、汚損しないこと 
・ その他許可に際して付された条件及び学校の指示に従うこと 

・ 施設利用後は、照明・空調・電源を停止すること 

② 許可の取消し 

施設等を使用する学生又は学生団体が次の事項に該当するときは、使用の許可を取り消すことがあります。 
・ 施設使用願に偽りがあったとき 
・ 許可に際して付された条件及び大学の指示に違反したとき 
・ その他本学の施設等の管理及び使用に関する規程に違反したとき 

mailto:gakusei@spu.ac.jp
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③ 破損等の取扱い 

施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに事務局 施設管理担当に連絡するとともに、速やかに『毀損・滅

失届』を提出してください。 
その破損又は滅失が、学生又は学生団体の故意又は重大な過失によるものであるときは、学生又は学生団体が

原状を回復し、又はその修理若しくは補充に要する経費を負担することになります。 

④ 原状の回復 

施設等の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復してくだ

さい。 

⑤ 使用終了の届出 

施設等の使用を終了したときは、直ちにその旨を警備員に届け出て、施設等の点検を受けてください。 

（3）育児支援室・子ども支援室の使用について 

お子様を持つ学生及び教職員のため育児支援室を設置しています。利用を希望される場合は、事前に事務局総務担当

（電話:048-973-4109 メール:somu@spu.ac.jp）までご連絡ください。 

（4）障害のある学生のための休憩室について 

学生会館１階に休憩室を設置しています。利用を希望される場合は、事務局学生・就職支援担当（電話:048-973-

4116 メール:gakusei@spu.ac.jp）までご連絡ください。 

 

 

12 事故が起きたとき 

（1）事故の報告  

学内、学外を問わず、事故が起きたときは、本人又は関係者は、速やかに口頭で事故の内容を連絡し（連絡先は、 

下記の「事故の範囲と連絡先」を参照）、後日、『事故報告書』を事務局学生・就職支援担当に提出してください。 

● 事故の範囲と連絡先 
ここでいう事故とは、医療機関で治療を受ける程度の傷病又は盗難、施設設備の破損などであって、次に掲げ

るものとします。 
① 授業中に起きた事故   → 授業担当教員 
② 学外実習中に起きた事故 → 実習担当教員 
③ 課外活動中に起きた事故 → 顧問教員 
④ 学校行事中に起きた事故 
⑤ 通学中に起きた事故            事務局学生・就職支援担当 
⑥ その他キャンパス内で起きた事故      電話０４８-９７３-４１１６（直通） 
⑦ その他学外で起きた重大な事故  

 

（2） 学生教育研究災害傷害保険  

学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）は、学生が、教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故や 

住居と学校施設等の間の通学、学校施設相互間の移動中に発生した事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が 

支払われる全国的規模の災害保険制度です。（詳細は「学生教育研究災害保険のしおり」を参照のこと） 
本学では、全員加入を原則としています。 

  

 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
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 ※ 入院加算金は、医療保険金の支払の有無に関係なく入院１日目から支払われます。 

（3）学研災付帯賠償責任保険  

学研災付帯賠償責任保険（略称「付帯賠責」）は、学生が、正課中、学校行事中、ボランティアクラブ等での課外 

活動中及びその往復で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したりすることにより、法律上の賠償責任を負担 

することによって被る損害について補償する保険制度です。（詳細は「学研災付帯賠償責任保険のしおり」を参照） 

（4）保険期間  

学研災の保険期間は修業年限と同じです。留年等により修業年限で卒業できない場合は追加で加入します。 
付帯賠責の保険期間は、学科等により異なります。加入コース、保険期間については、学生・就職支援担当窓口まで 

お問い合わせください。 

（5）加入手続と請求方法  

学研災・付帯賠責については、事務局学生・就職支援担当で入学時に一括して加入手続を行います。留年等により 

修業年限で卒業できない場合は、追加で加入します。 

保険の請求については、事務局備え付けの用紙を使用し、必要書類を揃えて事務局学生・就職支援担当に提出して 

ください。なお、不明な点は、事務局学生・就職支援担当までお問い合わせください。 

 

１．正課中 

講義、実験・実習、演習又は実技による授業を受けている間、指導教員の指示に基づき研究活動を行っている間等

の傷害事故。 

２．学校行事中 

大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間

の傷害事故。（インターンシップを含みます。ただし『インターンシップ参加届出書』の事前提出が必要です。） 

３．学内にいる間 

大学が教育活動のために所有、使用又は管理している学校施設内にいる間の傷害事故。（ただし、大学が禁じた時

間若しくは場所にいる間、又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。） 

４．課外活動中 

大学の規則に則った所定の手続きにより大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行って

いる間の傷害事故。 

5．通学中 
大学の正課、学校行事又は課外活動（クラブ活動）への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法により、住居と

学校施設等との間を往復する間の傷害事故。（大学が禁じた交通手段等を利用した場合を除きます。） 
6．学校施設等相互間の移動中 

「通学中」と同様の目的、経路、方法により、学校施設等の相互間を移動している間の傷害事故。 

7．臨床実習中の接触感染による感染予防措置を受けた場合 

※ 本学では、学生教育研究災害傷害保険加入の際、この特約を付帯しています。 

 
正課中・学校行事中 

正課・学校行事中以外で学内にいる間、 

課外活動中、通学中・施設間移動中 

死亡保険金  １，２００万円  ６００万円 

後遺障害保険金  ７２万円～１，８００万円（程度に応じて）  ３６万円～９００万円（程度に応じて） 

医療保険金 

（医師の治療を 

受けたとき） 

 治療１日目から日数に応じて  

・通学中、施設間移動中、正課中・学校行事中以外

で学内にいる間は、治療日数４日以 

 上の場合に日数に応じて 

・課外活動中は、治療日数１４日以上の場合 

に日数に応じて 

「学生教育研究災害傷害保険」の担保対象となる事故の範囲 

● 保険金額 
 

https://spumail.sharepoint.com/:w:/r/sites/gakunai/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B83930671-75BB-4A63-B2F6-CC9DB9A0830D%7D&file=0405_%25u30a4%25u30f3%25u30bf%25u30fc%25u30f3%25u30b7%25u30c3%25u30d7%25u53c2%25u52a0%25u5c4a%25u51fa%25u66f8.docx&action=default&mobileredirect=true
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13 就職・進学  

就職・進学に関する相談は、各学科の「進路担当教員」及び「学生担任教員」があたります。詳細はWebClassに

掲載される「就職の手引き」を参考にしてください。  

（1） 就職・進学関係資料の閲覧・提供  

● 「就職支援ナビ」   
 大学に届く求人票はパソコンやスマートフォンで閲覧できます。                     

大学で行う就職支援イベントの案内やインターンシップの情報も掲載しています。              

また、キャリア相談の予約や、進路希望調査、進路決定報告などさまざまな                    

報告も行います。各自ログインし、活用してください。                            

 

ユーザーID：学籍番号７桁 / パスワード：生年月日８桁 

（例：200４年4月2日生 → 200４0402） ※パスワードは変更可 

 

● 「キャリアセンター」について 
キャリアセンターには、病院や施設、企業などからの求人関係資料のほかに、就職・進学に関する各種資料、

参考書などがあり、貸出もしています。 

【場所】教育研修センター棟1階  【利用時間】８：４５～１９：００ 
※ 一部時間を短縮する場合があります。 

 ※ 土日祝日、夏季閉学期間及び年末年始（12/29～1/3）を除く。 

 

● WebClass「就職・進学関連情報のページ」について 
就職・進学関連資料や各種案内をWebClassに掲載していますので、活用してください。 

（WebClass＞キャリアセンター＞就職・進学関連情報のページ） 

● キャリアセンター内「就職本コーナー」について 
就職対策関連の本を配置しており、希望者には貸出を行っています。自己分析、面接対策、公務員対策、業界

研究本など就職活動に役立つ本があります。 

（2）相談窓口  

● 進路担当教員・学生担任教員 

進路担当教員・学生担任教員が教員・経験者の立場からサポートします。まずは気軽に相談してみましょう。 

● キャリアカウンセラー  進路及び就職全般に関する相談や履歴書添削、面接指導が受けられます。 

【予約方法】就職支援ナビから予約してください。 

● 事務局学生・就職支援担当  求人票の管理、就職支援イベントの実施などを担当しています。 

（3）証明書・推薦書の発行  

就職・進学に必要な証明書・推薦書の発行は、事務局学生・就職支援担当に申請してください。 

自動発行機で発行される以外の証明書・推薦書については、発行までに日数を要するので提出期限に余裕を持って

申請しましょう。（「２ 各種証明書」P14参照） 

● 在学証明書・成績証明書  
本部棟１階にある「自動発行機」を利用してください。 

● 卒業見込証明書 （４年次の4月～卒業式前日まで発行可能） 
本部棟１階にある「自動発行機」を利用してください。 

＊3月初めから卒業式前日までは自動発行機からは発行できませんので、事務局 学生・就職支援担当に申請

してください。 

https://spumail.sharepoint.com/sites/gakunai/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2F%E5%B0%B1%E8%81%B7%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%94%AF%E6%8F%B4%2F2%2Esyusyokusiennavi%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgakunai%2FSiteAssets%2FSitePages%2F%E5%B0%B1%E8%81%B7%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%94%AF%E6%8F%B4
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?group_id=00000453
https://st.uc.career-tasu.jp/login/?id=9d49dced94cd3dc0ee0b783c73f19d4c
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● 健康診断結果証明書  
申請書：健康診断書等用各種証明書交付願 発行日：申請から３日後（休業日を除く） 

＊4月の定期健康診断を受診した方に、5月中旬ごろから受診年度の翌3月末まで発行します。 

● 推薦書、内申書、調査書  
申請書：推薦書等交付願    発行日：申請から２週間程度（休業日を除く） 

事前に教員へ依頼し、その後事務局へ申請してください。所定の様式がある場合は、様式データを就職支援担当

宛てにメールで送付してください。 

 

14 インターンシップに参加するとき 

（1）インターンシップ参加届出書  

インターンシップに参加するときは、インターンシップ参加の1週間前までに「インターンシップ参加届出書」を学

生支援担当(gakusei@spu.ac.jp)に提出してください。また、インターンシップ終了後は、「インターンシップ報告書」

を就職支援担当(syusyoku@spu.ac.jp)に提出してください。提出いただいた報告書は、今後参加する学生の参考資料

として活用します。（氏名は公表しません。） 

（2）インターンシップ参加に関しての注意点  

企業、病院などが主催するインターンシップに直接応募し参加する場合は、自分がけがなどをした場合や他人（企業 

等）に損害を与えてしまった場合に備えて保険に加入する必要があります。学生は学研災＋学研賠（もしくはWill）に

加入していますが、参加前に「インターンシップ参加届出書」の提出がない場合は、保険が適用されないことがありま

すので、必ず参加の1週間前までに学生支援担当(gakusei@spu.ac.jp)へ提出してください。 

 

15 指定校推薦による採用選考（就職） 

（1）指定校推薦による採用選考とは 

  本学を指定校とする指定校推薦による採用選考を実施する病院（法人等）があります。指定校推薦による採用選考

とは、採用側が学生の推薦枠を設け、大学が推薦者を決定し、推薦後に各病院等の選考（個別面接等）を経て、合格

（内定）となります。大学と病院の関係性から設けられており、辞退者があると影響が大きいことから、学生は指定

校推薦による内定を得た際には、原則辞退することはできません。 

 

 ● 指定校推薦の枠がある病院(法人等) 

     指定校推薦の採用枠がある病院(法人等)一覧を WebClass に掲載していますので、ご確認ください。 

    （WebClass＞キャリアセンター＞就職・進学関連情報のページ＞指定校推薦採用選考について【全学科選考

共通】） 

（2）学内選考  

  指定校推薦採用の推薦者は、学内選考会で決定します。選考では、成績証明書（ＧＰＡ有）、志望理由などの書類及

び面接により、学業成績、適性・意欲等を総合的に判断の上、推薦者を決定します。 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=96d0b94c25085358f6e257211b728bb0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=f27da614e9ba084cfae9cabd2ac33e79&page=1
https://spumail.sharepoint.com/:w:/r/sites/gakunai/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B83930671-75BB-4A63-B2F6-CC9DB9A0830D%7D&file=0405_%25u30a4%25u30f3%25u30bf%25u30fc%25u30f3%25u30b7%25u30c3%25u30d7%25u53c2%25u52a0%25u5c4a%25u51fa%25u66f8.docx&action=default&mobileredirect=true
https://spumail.sharepoint.com/:w:/r/sites/gakunai/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B53BCAAA9-E326-4991-AAFC-D55295579566%7D&file=0406_%25u30a4%25u30f3%25u30bf%25u30fc%25u30f3%25u30b7%25u30c3%25u30d7%25u5831%25u544a%25u66f8.docx&action=default&mobileredirect=true
https://spumail.sharepoint.com/:w:/r/sites/gakunai/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B53BCAAA9-E326-4991-AAFC-D55295579566%7D&file=0406_%25u30a4%25u30f3%25u30bf%25u30fc%25u30f3%25u30b7%25u30c3%25u30d7%25u5831%25u544a%25u66f8.docx&action=default&mobileredirect=true
https://spumail.sharepoint.com/:w:/r/sites/gakunai/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B83930671-75BB-4A63-B2F6-CC9DB9A0830D%7D&file=0405_%25u30a4%25u30f3%25u30bf%25u30fc%25u30f3%25u30b7%25u30c3%25u30d7%25u53c2%25u52a0%25u5c4a%25u51fa%25u66f8.docx&action=default&mobileredirect=true
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=42ffc8f5609a274218922b4a2c683fe0&page=1
https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?id=42ffc8f5609a274218922b4a2c683fe0&page=1


埼玉県立大学の組織



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ  情報センター（図書館）  
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1 利用案内  

本学の情報センター（図書館）は、主に保健・医療・福祉に関する専門図書、学術雑誌、研究紀要を中心に収集・

保存・提供しています。情報センターの利用にあたっては、本案内のほか、WebClass「情報センター」も参照して

ください。 

 

（1）開館・休館  

 情報センターホームページ（https://www.spu.ac.jp/library/）「開館カレンダー」をご覧ください。 

（2）閲覧  

  情報センター内の公開資料は自由に閲覧できます。資料閲覧後は元の場所に戻してください。保存書庫の資料を閲 

覧したい場合には、所定の用紙をカウンターに提出してください。 

（3）貸出・返却  

① 貸出 

貸出冊数/貸出期間… 学部生   図書：10冊 14日 

       大学院生  図書：15冊 28日 

図書を借りるときはカウンターまたは自動貸出機で手続をしてください。貸出手続には学生証が必要です。 

☆貸出できない資料 

雑誌・紀要・参考書・禁帯出の図書・視聴覚資料・卒業研究論文集・修士論文集 

（参考書・禁帯出の図書は、一時貸出または一夜貸出ができる場合があります。） 

② 返却期限の延長 

返却期限内で予約がない場合に限り、１回だけ返却期限を延長することができます。カウンターまたは自動貸

出機で手続をしてください。延長手続には、図書と学生証が必要です。また、OPAC（情報センターホームペー

ジ内のオンライン蔵書検索システム）の個人用ページより、学外からの延長手続も可能です。 

③ 返却 

返却期限内に、カウンタ－へ返却してください。 

閉館しているときは情報センター入口前のブックポストに返却してください。 

④ 延滞と貸出停止 

返却期限を過ぎても図書を返却しない場合は、図書の貸出、図書の予約、返却期限の延長ができなくなります。 

延滞図書の返却後も、延滞日数に応じて一定期間貸出が停止されますので、必ず期限内に返却してください。 

⑤ 予約 

利用したい図書が貸出中の場合は、OPACから予約することができます。 

（4）文献複写  

情報センター内にコピーコーナーがありますので、著作権法を守って複写してください。 

資料を複写する際は、事前に「文献複写申込書」に必要事項を記入してください。（情報センター内の資料複写以 

外には利用できません。） 

複写は有料で、硬貨が必要です。情報センター内及び大学内では両替できませんので、各自であらかじめ用意して 

ください。 

（5）ノートパソコンの館内貸出  

  情報センターでは、ノートパソコン３台の貸出を行っています。利用を希望する場合はカウンターに申し出てくだ 

さい。貸出には学生証が必要です。館外への持出はできませんので、情報センター内でご利用ください。 

 

https://swebclass.spu.ac.jp/webclass/login.php?group_id=00000582
https://www.spu.ac.jp/library/
https://www.spu.ac.jp/library/tabid427.html
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2 付属施設の利用  

情報センター内のパソコンを利用する際は、「情報システム利用上の注意」（P42）をよく守り、マニュアル等に従

って使用してください。 

（1）情報ラウンジ 

パソコン、プリンタを備え、学生が自由に利用できる環境を整備しています。 

 

（2）ラーニング・コモンズ（グループ研究室/グループ学習室） 

１０人程度までのグループで利用可能で、１回の利用は２時間までです。 

利用を希望する場合はカウンターに申し出てください。予約も可能です。グループ研究室4部屋では、グループで 

議論をしながら学習ができ、グループ学習室では電子白板も利用できます。 

 

 

3 情報センターにない資料の入手  

（1）リクエスト（購入希望） 

利用したい図書が情報センターにない場合は、リクエストすることができます。 

所定の用紙でカウンターに申し込んでください。 

（2）他の大学図書館利用  

必要な図書や文献が情報センターになく、所蔵している他の大学図書館等を訪問したいときには、原則として紹介

状が必要です。訪問したい日の10日前（休館日を除く）までに「紹介状発行願」をカウンターに提出してください。 

ただし、埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）加盟館は、学生証等の身分証を提示することで、紹介状が

なくとも利用可能です。 

（3）文献複写の依頼  

必要な文献が情報センターにない場合、所蔵している他の大学図書館等から複写物を取り寄せることができます。

複写物は有料で、複写料金と郵送料がかかります。 

（4）現物貸借  

必要な資料が情報センターになく、他大学図書館や埼玉県内公共図書館等で所蔵している場合、現物を取り寄せて

借りることができます。埼玉県内公立図書館等からの取り寄せは無料ですが、それ以外の図書館等から取り寄せる

場合は料金がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

https://sala.gr.jp/
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4 利用上の注意  

（1）利用規律  

情報センター内では、次の事項を守ってください。違反した場合には、利用を停止したり、センター外へ退出させ

る場合があります。 

① 静粛を保つこと。 

② 飲食・喫煙をしないこと。（密閉できる容器の飲み物は飲むことができます。） 

③ 情報センター資料、機器又は設備等を毀損しないこと。 

  ④ その他、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。 

（2）無断持出  

情報センターの本や機材には、盗難防止用の処理がしてあります。貸出手続をしないで持ち出すと、出入口の盗難

防止装置のアラームがなります。 

アラームが鳴った場合には、手荷物検査をさせていただく場合があります。 

悪質な場合や繰り返された場合には、利用停止などの処分をすることもあります。 

（3）弁償  

情報センターの資料を紛失したり、汚損・破損したときには、速やかに申し出てください。 

原則として同一の資料を弁償していただきます。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  情報システム利用の手引  

 

ＣＡＦＥ 
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1 情報システムの利用  

 学内で利用できる情報システムの施設には、次のようなものがあります。利用する際には、「２ 情報システム利用

上の注意」をよく守り、また、マニュアル等にしたがって利用してください。 

（1）情報処理実習室等の利用  

授業等を行っている時間を除いて、情報処理実習室、ＣＡＩ実習室及びＣＡＦＥ（社会調査分析・Ｅラーニング室） 

のパソコンは原則として自由に利用できます。また、情報ラウンジ（情報センター内）のパソコンは、情報センター 

の開館時間に利用できます。 

① パソコンの利用目的 

学術研究、教育及び学生生活の支援、推進を目的とする範囲の行為に限られています。 

② 利用できる機器 

学生用パソコン、ヘッドフォン（情報ラウンジ除く。）及びプリンタ 

③ 利用できる時間 

平日及び休日開講日（授業期間） 月～金曜日の８：４５～２１：００ 

 

（休業期間や試験時等には時間短縮・閉鎖になります。） 

※土・日・祝日及び学内立入禁止日（閉学期間、入学試験日、電気設備点検日、年末年始）は利用できません。 

上記以外でも、学内行事、試験実施、メンテナンスなどのため、利用できないことがあります。 

    

④ 利用資格 

本学の学生 

⑤ 室内では特に次の事項を必ず守ってください。 

・ 静粛を保つこと 

・ 飲食をしないこと（机の上に飲食物を置かないこと） 

・ 機器及び設備等を毀損しないこと 

・ その他、他の利用者の迷惑となる行為をしないこと 

⑥ その他 

・ 使用後はパソコンの電源を、必ず切ってください。 

・ ゴミ箱を設置していないので、ゴミは持ち帰ってください。 

（2）電子メール及び Wi-Fi（無線 LAN）の利用  

① 電子メールについて 

大学で付与されている電子メール(Microsoft 365)は、学内だけでなく自宅等のパソコンやスマートフォンを

利用してメールの送受信をすることができます。大学卒業後も同じメールアドレスを利用できます。 

② Wi-Fi（無線 LAN）の利用について 

個人でお持ちのパソコン、スマートフォン、タブレットを学内の Wi-Fi（無線 LAN）に接続してインターネッ

トなどを利用することができます。 

利用手順等の詳細は、学内ポータル内の「情報システム」をご覧ください。 

（3）機器の障害等が発生した場合  

機器の障害等のトラブルが発生した場合は、内線２１６７（情報担当ヘルプデスク）までご連絡ください。 
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2 情報システム利用上の注意  

（利用できる行為の範囲） 

本学における情報システムの利用は、学術の研究、教育及び学生生活の支援、推進を目的とする行為の範囲に限ら

れます。 

 

（禁止事項） 

下記の行為を禁止します。 

１ 利用者がパスワード等を漏えいし、利用者本人以外の者に情報システムを使用させる行為 

２ 他の利用者のデータを漏えい、破壊もしくは改変する行為、又は、情報システムの運用を害する行為 

３ 次の内容を含む情報を、情報システムを介して公開する行為 

（１）特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行う内容 

（２）特定の宗教のための宗教活動を行う内容 

（３）営利を目的とする内容 

（４）特定の個人、団体等を非難し、又はその名誉を傷つける内容 

（５）わいせつな内容 

（６）本人の承諾を得ない個人情報 

（７）著作権、特許権などの財産権、肖像権などの人格権を侵害する内容 

（８）その他公序良俗に反する内容 

 

（電子メール） 

電子メールは特定の範囲の相手に伝える手段としては便利である反面、利用方法を間違えると相手に多大な迷惑を

かけてしまうことになります。送付する宛先の範囲をよく吟味した上で使用してください。 

 

（セキュリティ保持のために） 

学内のセキュリティを保持するために利用者自身が注意すべきことがあります。例えば、コンピュータウイルスを

持ち込まない、不審な発信元からのメールを開かない、自分の管理しているコンピュータにウイルス対策ソフトを導

入し、ウイルス検知パターンを常に最新状態に保つ、情報システムの故障や異常を見つけたら速やかに管理者に通報

するなどが、これに該当します。 

大学のネットワークは、多くの管理者によって支えられています。ネットワークでは、一部の利用者の自分勝手な

行為や心無い行為によって、ネットワークの利用が著しく制限されたり、大学全体の信用が失われたりすることがあ

ります。ひとりひとりのネットワーク運用への協力が、よりよい教育・研究環境の構築につながることを自覚しまし

ょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ  大学構内案内図  
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